
庄
園
制
解
体
期
の
山
城
国
上
久
世
庄

上

島

有
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【
要
約
“
　
庄
園
制
解
体
の
原
因
に
関
し
て
は
、
庄
園
領
主
権
力
の
支
柱
と
な
っ
て
い
た
室
町
幕
府
権
力
の
衰
退
、
そ
れ
に
伴
っ
て
武
家
。
国
人
衆
の
外
部

よ
り
す
る
庄
園
侵
略
、
ま
た
内
部
的
に
は
農
民
膚
の
政
治
面
経
済
的
成
長
と
、
そ
れ
に
よ
る
年
貢
の
未
進
抑
留
等
が
、
従
来
一
般
的
に
云
わ
れ
て
い
た
所
で

あ
る
。
然
し
そ
れ
は
云
わ
ば
概
説
的
に
説
か
れ
る
に
止
ま
っ
て
、
個
別
庄
園
に
就
い
て
は
つ
き
り
そ
れ
を
跡
付
け
た
も
の
は
砂
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ

の
こ
と
は
史
料
的
制
約
に
依
る
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
幸
い
東
寺
領
山
城
国
上
久
世
庄
に
お
い
て
は
、
戦
国
時
代
の
史
料
も
比
較
的
豊
富
に
残
さ
れ
て
お

り
、
殊
に
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
算
用
帳
は
一
庄
的
な
規
模
で
、
庄
園
制
の
解
体
過
程
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
か
か
る

観
点
か
ら
、
永
正
四
年
算
用
帳
を
申
心
と
し
て
、
上
久
世
庄
に
お
け
る
策
寺
の
庄
園
支
配
の
崩
壊
過
程
を
具
体
的
に
追
求
し
た
。

は
し
が
き

　
山
城
国
上
久
世
庄
は
建
武
三
年
（
　
三
三
六
）
七
月
一
日
足
利
尊
氏
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
地
頭
職
を
東
寺
八
幡
宮
に
寄
進
し
て
以
来
、
南
北
朝
。
室
町
期
を
通
じ
て
、

比
較
的
強
固
な
支
配
力
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
つ
に
は
庄
園
内
部

に
お
い
て
庄
園
領
主
の
年
貢
・
公
事
等
の
徴
収
単
位
、
即
ち
庄
園
支
配
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

単
位
で
あ
る
百
姓
名
の
解
体
、
そ
れ
に
伴
う
加
地
子
名
主
の
一
般
的
成
立
と
、

も
う
一
つ
に
は
農
民
・
地
侍
層
の
成
長
、
さ
ら
に
は
武
家
勢
力
の
侵
入
に
よ
つ

｝～

て
室
町
時
代
の
度
々
の
動
乱
、
殊
に
応
仁
文
明
の
大
乱
を
経
て
戦
国
時
代
に
入

る
や
、
急
激
に
そ
の
支
配
力
の
減
退
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

具
体
稲
を
示
す
も
の
と
し
て
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
上
久
世
庄
算
用
帳
を
中

心
に
そ
の
模
様
を
検
討
す
る
。
こ
の
算
用
帳
は
永
原
慶
二
氏
も
度
々
史
料
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
（
永
正
四
年
算
用
帳
は
）
個
人
別
の
所
有
面
積
は
作

職
分
と
名
主
分
と
で
得
分
の
内
容
が
異
る
た
め
、
単
純
な
合
計
は
本
質
的
意
味

を
も
た
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
を
一
転
に
所
有
規
摸
別
に
整
理
す
る
こ
と
は
や
め

⑤た
」
と
し
て
お
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
解
釈
は
黒
々
園
難
で
あ
り
、
充
分
解
決
出

29　（117）



来
な
い
点
も
あ
る
が
A
出
来
得
る
限
り
の
操
作
に
よ
っ
て
こ
の
算
用
帳
の
持
つ

意
味
を
明
か
に
し
た
い
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
総
面
積
は
五
七
町
二
反
二
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

歩
で
あ
っ
て
、
こ
の
数
字
は
以
前
の
土
地
台
帳
の
記
載
面
積
と
大
差
な
く
、
又

次
の
各
項
で
検
討
す
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
私
は
こ
の
算
用
帳
も
以
前
の
土
地

台
帳
と
全
く
同
じ
史
料
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に

す
る
。

①
建
武
三
年
七
月
一
日
足
利
尊
氏
久
世
上
下
庄
地
頭
職
寄
進
状
案
（
東
寺
百

合
文
書
コ
一
五
－
三
二
他
）

②
詳
し
く
は
拙
稿
「
山
城
国
上
久
世
庄
に
お
け
る
百
姓
名
の
解
体
」
参
照
。

③
東
寺
百
合
交
書
の
三
九
－
四
二
。

④
永
原
慶
二
氏
「
封
建
時
代
前
期
の
民
衆
生
活
」
（
三
五
頁
）
及
び
「
荘
園

解
体
期
に
お
け
る
農
民
屠
の
分
解
と
農
民
闘
争
の
形
態
」
（
歴
史
評
論
四
四
・

四
五
号
）
等
。

⑤
同
氏
前
掲
論
文
（
歴
史
評
論
四
五
号
五
五
頁
註
⑲
）

⑥
南
北
朝
期
以
降
の
上
久
世
庄
の
土
地
総
面
積
は
拙
稿
「
畿
内
庄
園
の
一
存

在
形
態
－
山
城
国
上
久
世
庄
の
場
合
」
　
（
日
本
歴
史
｝
一
一
号
）
第
一
表

参
照
。

一
、
永
正
四
年
置
久
世
庄
算
用
帳
に
つ
い
て

　
ヒ
ノ

　
イ
「
本
役
」
と
「
分
米
」

　
（

す
る
。

先
ず
最
初
に
こ
の
算
用
帳
の
記
載
様
式
を
例
示

　
上
久
世
庄
算
用
宝
永
正
四
年
分

一
伊
勢
講
自
分

　
　
一
反
　
　
本
役
弐
斗
九
升
雀
合
内

　
　
　
　
　
　
　
壱
斗
四
升
五
合
半
済
方
へ
引
之

　
　
　
　
　
残
壱
斗
四
升
六
合

一
大
宝
庵
分

　
二
反

分
米
弐
石
二
斗
内

　
　
一
石
六
三
六
升
八
合
公
文
方
納

　
　
　
　
五
下
半
回
方
へ
引
三

三
三
升
二
合

同
名
主
分

　
一
町
一
反
小

　
　
　
畠
田

　
一
反

三
十

　
一
反

　
ハ
シ
ラ

　
一
反

古
寺

　
一
反

八
反
田

　
一
反

本
役
四
三
三
斗
七
升
五
合

本
役
一
斗

1
1
1
1
四
斗

1
1
〃
三
斗
五
升

1
1
〃
八
斗

〃
〃
三
斗
五
升

A
口
六
石
一
二
斗
七
升
五
合
内

　
　
　
三
石
一
斗
八
升
七
合
半
済
方
へ
引
之

　
　
　
八
升
五
合
井
料
引
替

残
三
互
斗
三
合
八
田
六
合
．
八
莚

　
　
五
斗
弄
六
合
孫
左
衛
門
方
井
料
融

夕
二
石
四
斗
三
升
一
合

納
諮
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ひ
か
し

一
彦
太
郎
分

　
四
反
く
と

　
ス
モ
・
左
近
方
ヨ
リ
渡

　
　
一
反
く
し
一

　
三
十

　
　
一
反

　
カ
キ
ノ
木
ノ
モ
ト

　
　
一
反
大

　
コ
モ
フ
チ

　
　
一
反
小

　
ク
ン
ノ
下

　
　
一
反

同
名
二
分

　
八
反
田

　
　
一
反

分
米
四
石
見
斗

〃
〃
鉱
石
一
斗

1
1
〃
一
石
一
斗

　
〃
1
1
一
石
八
斗
三
升
四
合

　
〃
〃
一
石
四
斗
六
升
七
合

〃
〃
九
斗
五
升

合
十
石
八
斗
五
升
一
合
内

一
石
四
斗
く
し
米
引

六
升
藁
引

六
石
八
斗
四
升
公
文
方
納

　
　
二
塁
五
斗
半
済
方
へ
引
之

一
斗
一
合
公
二
方
へ
早
米
納
過

七
斗
八
升
公
事
敵
役
公
文
方
納

　
　
　
　
　
六
升
八
合
過
公
文
方
へ
塗
立
用

　
　
　
本
役
四
斗
内

　
　
　
　
　
弐
斗
半
済
方
へ
引
之

　
　
　
三
斗
三
升
井
料

合
五
斗
三
升
内

　
　
　
一
斗
三
升
三
合
公
文
方
へ
過
。
立
用

定
夕
雲
斗
九
升
七
合
権

　
　
（
下
恥
）

こ
の
算
用
帳
で
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
　
「
分
米
」
　
と
記
さ
れ
た
も
の
と
、

「
本
役
」
と
記
さ
れ
た
も
の
の
区
別
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
云
え
ば
「
分
米
」

と
記
さ
れ
た
も
の
は
大
体
反
別
一
石
前
後
（
一
石
一
斗
の
も
の
が
多
い
）
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
、
そ
れ
は
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
上
久
世
庄
百
姓
名
々
寄
帳
に
記
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
③

反
別
平
均
三
－
四
斗
の
東
寺
へ
の
年
貢
（
延
文
当
時
に
は
こ
れ
を
分
米
と
記
し

て
い
る
）
に
、
加
地
子
名
主
の
得
分
（
加
地
子
）
と
し
て
反
別
六
－
七
斗
が
加

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
本
役
」
と
い
う
の
は
大
体
反
別
三
1
四
斗
で

あ
り
、
こ
れ
は
延
文
当
時
の
東
寺
へ
の
年
貢
（
分
米
）
反
別
三
一
四
斗
が
そ
の

ま
ま
引
き
つ
が
れ
て
お
り
、
そ
の
土
地
に
つ
い
て
は
他
に
加
地
子
名
主
を
有
せ

ず
、
従
っ
て
そ
の
加
地
子
得
分
は
こ
の
算
用
帳
の
登
録
人
の
手
に
残
さ
れ
て
い

た
た
め
、
延
文
当
時
の
庄
園
領
主
東
寺
へ
の
年
貢
（
分
米
）
が
そ
の
ま
ま
引
き

つ
が
れ
て
、
こ
の
箕
用
帳
に
お
い
て
は
「
本
荘
」
と
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
分
米
負
担
者
は
無
公
事
田
地
に
関
す
る
応
永
十
四
年
（
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

〇
七
）
上
久
世
庄
公
文
注
進
状
に
み
え
る
作
人
一
直
接
耕
作
者
に
当
り
、
本
役

負
担
者
は
同
じ
史
料
に
み
え
る
名
主
作
人
（
自
作
名
主
）
又
は
名
主
（
加
地
子

名
主
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
百
姓
名
の
解
体
・
名
主
職
の
得
分
権
化
と
い
う
観
点
か
ら
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
E
て
は
別
稿
で
詳
論
す
る
予
定
で
あ
り
、
若
干

重
複
す
る
点
も
あ
る
が
必
要
部
分
の
み
を
検
討
し
て
お
く
。
ひ
と
つ
だ
け
史
料

を
挙
げ
る
と
、
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売
渡
申
　
　
上
久
世
宗
像
名
田
事

　
　
　
　
　
　
　
坪
八
段
田
三
石
壱
斗
代
納
舛
別
定

　
　
　
　
合
壱
段
者
本
所
二
四
玉
代
東
寺
納
斗
定

　
　
　
　
　
　
　
公
事
物
仏
事
用
途
拾
文
玉
除
二
等
外
無
公
事

　
右
田
地
者
有
近
譜
代
根
伝
　
至
子
今
更
以
先
他
妨
之
処
也

然
依
有
要
用
翻
手
続
斐
等
難
鍍
簾
兄
之
直
銭
讐

　
文
限
永
代
所
売
渡
年
金
蓮
院
実
也
（
中
略
）

　　

@
正
長
葦
配
四
旱
合
馨
購
丘
有
近
（
花
序

　
こ
れ
は
田
地
売
券
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
は
加
地
子
得
分
権
の
売
券
で

あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
壱
石
野
鳥
代
と
い
う
の
は
算
用
帳
に
み
え
る
「
分
米
」

に
当
り
、
本
所
当
即
ち
東
寺
へ
の
年
貢
四
斗
は
算
用
帳
に
い
》
）
「
本
役
」
に
相

当
す
る
。
そ
し
て
残
る
田
鰻
が
こ
の
と
き
林
香
庵
有
近
か
ら
金
蓮
院
に
直
銭
六

貫
文
で
売
渡
さ
れ
た
加
地
子
得
分
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
他
の
一
連
の
手
継

証
文
に
よ
つ
て
は
っ
き
り
実
証
し
う
る
こ
と
を
、
永
正
四
年
算
用
帳
と
対
比
し

て
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
数
字
も
殆
ん
ど
変
化
す
る
こ
と
な
く
永
正
当
時

ま
で
引
き
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
算
用
帳
に
み
え
る
「
本
役
」
と
「
分
米
」
の
区
別
は
明
か
と
な

っ
た
が
、
　
「
本
科
」
と
い
う
の
は
前
掲
史
料
の
伊
勢
講
酌
婦
の
如
く
特
に
「
名

主
分
」
と
記
載
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
又
大
宝
庵
分
の
如
く
「
名
主
分
」
と
記

さ
れ
て
あ
っ
て
も
、
両
者
の
間
に
は
後
述
の
如
き
性
格
の
区
別
は
出
来
る
と
は

い
え
、
い
ず
れ
の
場
合
を
問
わ
ず
同
一
の
原
則
、
即
ち
加
地
子
得
分
は
自
己
の

乎
も
と
に
残
し
う
る
も
の
（
名
主
職
所
有
者
）
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ

⑦る
。
そ
し
て
延
文
当
時
に
は
反
別
三
－
四
斗
の
東
寺
へ
の
年
貢
が
「
分
米
」
と

称
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
永
正
頃
に
は
本
来
の
年
貢
で
あ
る
反
別
三
1
四
斗
が

「
本
役
」
と
称
せ
ら
れ
、
　
「
本
圃
」
に
加
地
子
得
分
が
加
わ
っ
た
も
の
を
「
分

米
」
と
称
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
が
変
っ
て
い
る
こ
と
は
一
つ
に
は
名
主
職
の

得
分
権
化
を
示
す
も
の
と
い
え
る
が
、
又
後
述
の
よ
う
に
重
要
な
意
味
を
も
つ

て
い
る
と
い
う
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
切
　
公
義
　
　
次
に
公
事
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
史
料
に
は
田
地
の
下
に

　
（「

く
し
一
」
と
い
う
よ
う
な
記
載
が
み
ら
れ
、
そ
の
田
地
に
対
す
る
公
事
の
負

担
高
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
当
庄
に
お
い
て
は

応
永
年
間
に
公
事
は
か
つ
て
の
旧
名
体
制
の
名
田
別
に
賦
課
さ
れ
た
か
に
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
る
史
料
が
三
通
存
在
す
る
と
は
い
え
、
決
し
て
杉
山
博
氏
が
山
城
国
久
我
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
研
究
で
明
か
に
さ
れ
た
よ
5
な
「
ふ
る
い
名
体
欄
の
遺
制
に
よ
る
夫
役
」
の

徴
収
が
行
わ
れ
て
い
た
と
云
う
こ
と
は
出
来
ず
、
田
地
単
位
即
ち
年
貢
担
当
者

一
農
民
単
位
に
公
事
の
徴
攻
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
公
事
も
「
分
米
」
を
負
担
す
る
田
地
と
「
本
役
」
を
負
担
す
る
田

地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
負
担
の
内
容
が
明
か
に
異
っ
て
い
る
。
例
え
ば
彦
太
郎

の
分
米
負
担
地
に
つ
い
て
は
、
合
計
二
の
公
事
を
負
担
し
て
い
る
が
（
そ
の
代

り
「
公
事
米
」
と
し
て
一
石
四
斗
即
ち
公
事
一
に
つ
き
七
宝
が
分
米
の
総
計
よ

り
差
引
か
れ
て
お
り
、
他
の
登
録
人
を
み
て
も
分
米
負
担
地
に
つ
い
て
は
、
例

外
な
し
に
公
審
一
に
つ
き
公
事
米
と
し
て
七
二
が
分
米
か
ら
差
引
か
れ
て
い
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る
。
然
し
書
役
負
担
地
に
つ
い
て
は
、
た
だ
公
事
の
高
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、

公
事
・
を
負
担
し
て
も
「
本
役
」
か
ら
は
何
ら
免
除
さ
れ
て
い
な
い
。

　
分
米
負
担
地
に
つ
い
て
は
公
馨
一
に
つ
き
七
斗
の
公
事
米
が
免
線
さ
れ
て
い

る
の
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
免
除
さ
れ
た
額
の
半
分
、
即
ち
公

事
一
に
つ
い
て
三
斗
五
升
が
「
公
事
退
役
」
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

　
．
⑩

知
る
。
人
夫
役
及
び
そ
の
他
の
公
事
は
延
文
二
年
百
姓
名
々
寄
帳
に
よ
れ
ば
、

一
般
の
名
田
は
反
別
一
日
の
人
夫
役
と
草
銭
。
職
事
銭
・
茄
子
銭
。
仏
堂
銭
・

藁
を
負
担
す
る
田
地
と
、
茄
子
銭
。
仏
事
銭
・
藁
の
み
を
負
担
す
る
二
種
類
の

田
地
に
整
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
主
と
し
て
年
貢
公
爵
等
徴
収
単

位
の
混
乱
即
ち
百
姓
名
の
解
体
一
加
地
子
名
主
の
一
般
的
成
立
と
共
に
、
公
事

徴
収
の
便
を
考
え
て
か
、
藁
を
除
く
前
述
の
草
銭
以
下
の
も
の
は
一
括
し
て
公

事
銭
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
夫
役
。
公
事
銭
。
藁
を
負
担
す
る
公
事
田

地
と
、
公
事
の
全
く
か
か
ら
な
い
無
公
事
田
地
の
二
種
類
に
整
理
さ
れ
る
に
至

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
人
夫
役
も
漸
次
現
物
納
（
米
納
）
化
さ
れ

て
行
き
、
寛
正
年
間
に
は
未
だ
東
寺
が
人
夫
役
の
徴
収
を
行
な
お
う
と
し
て
い

た
模
様
が
窺
わ
れ
る
が
、
応
仁
文
明
の
大
乱
以
降
は
入
夫
役
そ
の
も
の
の
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
不
可
能
と
な
り
、
完
全
に
米
納
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
う
。
従
っ
て

公
事
地
分
米
反
別
約
一
石
一
斗
の
う
ち
の
四
斗
は
本
来
の
東
寺
へ
の
年
貢
（
延

文
当
時
の
分
米
）
で
、
残
る
七
斗
は
公
事
に
相
当
し
公
事
米
と
し
て
分
米
か
ら

　
　
　
　
⑫

差
引
か
れ
、
そ
の
う
ち
三
斗
五
等
分
は
百
姓
が
別
に
納
め
る
公
事
銭
。
．
柴
其
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
公
事
相
当
分
と
し
て
免
除
さ
れ
、
残
る
三
斗
五
升
が
人
夫
役
に
代
る
夫
米
即

ち
公
凄
本
役
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
即
ち
か
つ
て
雑
多
な
徴
収

法
の
行
な
わ
れ
て
い
た
公
事
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
柴
・
藁

等
の
現
物
納
を
除
い
て
は
、
米
誌
か
銭
函
に
整
理
さ
れ
て
行
き
、
公
事
本
役
目

斗
五
升
と
い
を
の
は
か
っ
て
の
人
夫
役
の
米
納
化
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ

⑭
、
、
、
、
、
．
、
、

る
。
こ
の
際
分
米
負
担
者
が
公
事
に
限
っ
て
「
応
益
」
と
い
う
形
で
、
三
斗
五

升
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
即
ち
後
述
す
る
よ
う
に

こ
の
分
米
負
担
地
の
加
地
子
名
主
職
は
東
寺
が
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ

　
　
　
　
や
　
　
も

の
「
公
寮
本
役
」
と
い
う
言
葉
は
、
公
事
は
本
来
直
接
耕
作
者
の
負
担
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
に
反
し
て
本
主
旨
露
地
即
ち
加
地
子
名
主
職
が
東
寺
以
外
の
者
の
所
有

に
帰
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
は
東
寺
と
し
て
は
名
主
で
あ
ろ

う
が
作
人
で
あ
ろ
う
が
、
誰
が
公
事
を
負
担
し
よ
う
と
関
与
す
る
所
で
は
な
く
、

た
だ
所
定
の
公
事
さ
え
収
め
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
公
事
負

担
額
だ
け
を
記
載
し
、
そ
の
負
担
の
内
容
に
つ
い
て
は
寵
載
を
す
る
必
要
は
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
最
後
に
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
近
世
の
役
家
と
の
関
係
で
あ
る
。
若
し
近

世
の
建
家
が
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
中
世
の
公
事
家
の
転
化
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
永
正
四
年
の
上
久
世
庄
に
お
い
て
は
第
一
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

算
用
帳
の
総
登
録
入
七
八
名
中
四
二
名
が
公
事
を
負
担
し
て
お
り
、
こ
の
七
八
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夏
中
に
は
全
く
耕
作
と
は
無
関
係
に
、
単
に
得
分
権
に
の
み
依
存
す
る
加
地
子

名
主
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
（
十
六
名
と
推
定
i
詳
し
く
は
後

述
）
、
宮
川
満
氏
の
如
く
「
公
事
家
は
中
世
村
落
に
お
い
て
公
事
1
1
夫
役
を
負

　
　
、
D
・
、
、
、
・
⑩

担
す
る
上
層
の
百
姓
在
家
で
あ
っ
た
」
　
（
傍
点
筆
者
）
と
す
る
の
は
問
題
で
あ

り
、
特
に
上
層
一
部
に
限
ら
ず
一
般
の
農
民
が
負
担
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る

　
（
第
一
表
）
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
上
久
世
庄
土
地
所
有
形
態
（
単
位
は
反
）

べ
き
も
の
で
あ
る
。
砂
な
く
と
も
一
身
的
な
規
摸
で
確
実
に
掘
立
し
う
る
上
久

世
庄
に
お
い
て
は
上
述
の
如
く
で
あ
り
、
従
っ
て
中
世
史
自
体
の
確
実
な
実
証

的
研
究
を
基
礎
と
し
た
場
合
、
太
閤
検
地
そ
れ
細
身
の
評
価
も
従
来
の
も
の
と

は
異
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
を
付
言
し
て
お
く
。

、
～
　
半
済
　
　
上
久
世
庄
に
お
い
て
は
建
武
三
年
大
弐
房
覚
賢
が
、
足
利
尊

（
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⑰

氏
よ
り
軍
忠
の
賞
と
し
て
領
家
職
の
半
分
を
地
頭
職
と
し
て
給
わ
っ
た
が
、
こ

れ
が
当
庄
に
お
け
る
半
済
の
初
見
で
あ
る
。
然
し
建
武
五
年
に
至
り
大
弐
房
覚

賢
が
死
去
し
、
そ
の
田
鶴
松
丸
が
相
続
を
す
る
や
こ
の
半
済
も
停
止
さ
れ
て
い

⑱る
。
そ
の
後
は
一
円
の
東
寺
八
幡
宮
領
と
し
て
支
配
力
は
比
較
的
微
濾
し
て
い

た
が
、
応
仁
文
明
の
大
乱
を
境
と
し
て
新
し
い
段
階
に
入
る
の
で
あ
る
。
既
に

そ
れ
以
前
に
西
岡
中
事
披
宮
人
衆
と
し
て
在
地
に
お
い
て
実
力
を
伸
展
し
て
い

た
国
人
衆
は
、
こ
の
大
乱
に
当
り
幕
府
。
庄
園
領
主
等
の
勢
力
衰
退
の
隙
を
み

　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
積
極
的
な
活
躍
を
始
め
る
。
即
ち
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
十
月
十
六
日
に

は
西
岡
面
々
中
に
宛
て
て
、
久
世
上
下
庄
の
違
乱
を
止
め
る
旨
の
幕
府
奉
行
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

連
署
奉
省
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
違
乱
の
内
容
は
半
済
で
あ
っ
た
。
西
岡
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面
々
中
即
ち
国
人
衆
は
こ
の
大
乱
に
積
極
的
に
参
加
し
、
そ
の
兵
釈
料
と
し
て

久
世
上
下
庄
を
は
じ
め
多
く
の
西
岡
諸
庄
に
対
し
て
違
乱
を
は
じ
め
た
も
の
と

　
　
　
⑳

思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
違
乱
停
止
の
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
に
も
賜
わ
ら

ず
、
こ
の
大
乱
中
は
半
済
が
行
わ
れ
た
も
の
の
如
く
、
文
明
三
年
（
一
四
七

一
）
下
久
世
庄
年
貢
算
用
状
の
端
整
害
に
は
「
自
当
年
半
済
」
と
記
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
内
容
を
み
る
と
半
済
分
と
し
て
十
九
石
余
が
差
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
西
岡

中
脈
披
官
人
衆
に
よ
る
半
済
も
応
仁
文
明
の
乱
の
終
息
と
共
に
終
り
、
算
川
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
文
明
六
年
の
記
事
を
最
後
と
し
て
、
寺
領
違
乱
の
事
実
は
姿
を
消
し
、
文
明

九
年
か
ら
同
十
年
に
か
け
て
寺
領
安
堵
の
御
教
書
・
奉
書
等
が
度
々
出
さ
れ
、

一
店
小
康
状
態
に
入
っ
た
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
然
し
明
応
八
年
（
一
四
・
九

九
）
に
至
る
と
重
ね
て
西
岡
披
官
人
勲
等
に
よ
る
半
済
が
行
わ
れ
た
も
の
の
如

く
・
再
び
半
済
筐
の
奔
が
響
れ
て
い
る
編
そ
の
禦
は
全
く
な
く
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
年
下
久
世
庄
年
貢
算
用
状
に
よ
れ
ば
半
済
分
量
五
石
が
差
引
か
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
程
詳
し
く
触
れ
を
が
、
．
そ
れ
以
降
は
完
全
に
国
衆
或
い

は
武
家
方
の
な
す
が
ま
ま
に
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
永
正
四
年
上
久
世
庄

算
用
帳
は
こ
の
模
様
を
如
ゴ
実
に
示
し
て
お
り
、
整
然
た
る
体
系
を
も
つ
て
半
済

の
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
前
に
例
示
し
た
算
用
帳
の
一
部
を
見
れ
ば
明
か
な
よ
う
に
、
各
登
録
人
に
つ

い
て
「
半
済
方
へ
引
馬
」
と
し
て
、
確
雲
に
半
済
分
が
差
引
か
れ
て
い
る
。
そ

の
率
は
「
本
意
」
に
つ
い
て
は
必
ず
そ
の
半
分
で
あ
り
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て

も
半
済
が
領
家
職
（
上
久
世
庄
の
揚
倉
に
は
東
寺
八
幡
宮
の
有
す
る
地
頭
職
で

あ
る
が
、
　
こ
の
頃
に
は
地
頭
職
も
印
象
職
も
同
一
．
の
も
の
と
見
学
さ
れ
て
い

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
）
の
半
分
、
即
ち
南
北
朝
期
の
年
貢
半
納
の
原
則
が
こ
の
頃
に
至
っ
て
も
貫

徹
し
て
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
　
「
分
米
」
に
対
し
て
は
半
済
が
そ
の
四
分

一
以
下
で
あ
り
、
従
っ
て
分
米
の
う
ち
本
来
の
東
寺
へ
の
年
貢
即
ち
「
子
役
」

に
対
し
て
そ
の
半
分
が
半
済
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
加
地
子
得
分
か
ら
は

差
引
か
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
ま
い
。
こ
の
原
則
は
一
つ
の
例
外
も
な
く
堅
甲

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
分
米
負
担
岩
は
他
に
加
地
子
名
主
を
有

す
る
直
接
耕
作
者
で
あ
っ
た
尊
が
わ
か
る
。

①
東
寺
百
合
文
書
の
三
九
－
四
二

②
」
詳
し
く
は
胃
壁
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
畿
内
の
名
主
」
　
（
日
本
史
研
究
会

　
史
料
研
究
部
耳
漏
「
中
世
社
会
の
基
本
構
造
」
所
収
）
の
同
名
寄
帳
記
載
様

　
式
参
照
。

③
佃
は
八
二
代
で
あ
っ
た
が
、
永
正
四
年
に
も
八
三
代
と
み
え
る
。

④
東
寺
百
合
文
書
を
一
七
下
一
一
八
。
こ
の
史
料
の
記
載
様
式
は
拙
稿
「
山

　
城
麟
上
久
世
庄
に
お
け
る
百
姓
名
の
解
体
」
に
お
い
て
引
用
す
る
。

⑤
前
記
（
註
④
）
拙
稿
参
照
。

⑥
東
寺
百
合
文
書
よ
一
一
四
上
。
こ
の
一
達
の
訴
継
証
交
に
つ
い
て
は
註
④

　
拙
稿
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。

⑦
永
原
氏
は
前
記
論
文
の
第
七
表
（
歴
史
”
評
論
四
五
号
五
一
・
五
二
頁
）
に

　
山
4
。
い
て
此
の
点
を
混
乱
し
て
お
ら
れ
る
か
に
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
即
ち

　
「
名
主
分
」
と
卜
し
て
な
く
て
も
「
本
譜
」
を
負
担
し
て
い
る
伊
勢
講
田
は
、
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庄園綱解体期のll」城園上朱批庄（上島）

第
七
衷
で
「
名
主
分
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
三
郎
五
郎
以
下
は
た
と
え

　
「
本
書
」
を
負
損
し
て
い
て
も
、
　
「
者
主
分
」
と
注
記
さ
れ
て
い
な
い
分
に

つ
い
て
は
、
表
で
「
作
職
分
」
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
納
得
出
来
な
い
。

⑧
前
記
（
註
④
）
拙
稿
参
照
。

⑨
同
氏
「
山
城
国
乙
調
郡
久
我
庄
の
考
察
」
（
園
史
学
五
八
号
）

⑩
例
示
し
た
史
料
に
み
え
る
彦
太
郎
は
公
事
米
と
し
て
一
石
四
斗
を
免
除
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
七
斗
八
升
の
公
事
本
役
を
納
め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
例
外
に
属
す
る
。

⑪
以
上
の
点
に
就
い
て
は
稿
を
改
め
て
詳
論
す
る
。

⑲
・
従
っ
て
こ
こ
に
云
う
公
事
米
は
前
述
の
加
地
子
得
分
に
絹
当
す
る
こ
と
と

な
り
、
泓
と
し
て
は
そ
う
考
え
た
い
の
で
あ
る
が
、
為
、
の
所
断
定
は
差
し
ひ

か
え
後
車
4
3
を
期
し
た
い
。

⑱
こ
れ
が
三
斗
五
升
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
今
の
所
断
定
で
き
な
い
が

此
の
段
階
に
至
っ
て
も
多
数
の
公
事
銭
算
用
状
が
存
在
す
る
こ
と
よ
り
公
事

銭
が
年
貢
と
は
別
に
納
入
さ
れ
、
又
藁
・
柴
は
現
物
で
納
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
史
料
（
例
え
ば
永
正
三
年
十
二
月
廿
三
口
和
田
太
郎
左
衛
門
光
弘
・

利
倉
孫
左
衛
門
弘
盛
連
立
請
文
I
i
東
寺
百
合
交
書
レ
…
三
i
一
九
）
が
あ

る
。
な
お
分
米
負
担
地
に
は
「
藁
引
」
と
し
て
公
事
一
に
つ
き
必
ず
三
升
が

分
米
か
ら
差
引
か
れ
て
い
る
こ
と
は
此
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

⑭
例
え
ば
応
永
十
四
年
十
二
月
十
八
日
貞
信
田
地
売
券
案
（
東
寺
否
合
交
書

を
十
一
一
十
三
）
に
よ
れ
ば
公
事
曙
二
分
と
し
て
夫
賃
一
石
四
斗
四
升
（
公

事
一
日
に
つ
き
三
斗
六
升
）
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
公
事
一
日
に
つ
き
三
斗

　
五
升
と
い
う
数
字
は
略
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑯
公
事
は
本
来
直
捲
耕
作
者
の
負
担
で
あ
ろ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
前
記

　
（
註
④
）
拙
稿
参
照
。

⑯
岡
氏
「
太
閤
検
地
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
」
（
日
本
歴
史
一
〇
〇
号
）

⑰
建
武
三
年
九
月
五
日
足
利
尊
氏
御
教
害
案
（
東
寺
百
合
文
書
イ
．
一
一
工
四
）
。

こ
れ
は
全
庄
の
折
半
で
は
な
く
て
一
部
名
照
の
折
半
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は

今
井
林
太
郎
氏
「
東
寺
領
山
城
園
上
久
世
荘
」
　
（
「
口
本
農
業
経
済
史
研
究
」

下
）
及
び
島
田
次
郎
氏
「
半
済
制
度
の
成
立
」
　
（
史
潮
五
八
号
二
〇
頁
）
参

照
。

⑱
建
武
五
年
五
月
廿
八
口
上
久
世
庄
下
司
職
弁
名
田
宛
行
状
案
（
東
寺
百
合

文
溌
京
二
八
一
三
七
）

⑩
こ
の
国
人
衆
の
構
成
に
つ
い
て
も
単
純
に
綱
り
切
れ
な
い
も
の
を
も
っ
て

お
り
後
考
を
期
し
た
い
。
な
お
第
期
好
配
⑳
参
照
。

⑳
応
仁
元
年
十
月
廿
六
日
付
で
西
岡
面
々
中
宛
と
右
京
兆
代
宛
の
二
通
の
幕

府
奉
行
人
連
壁
奉
書
が
あ
る
（
い
ず
れ
も
東
寺
百
合
鼠
害
京
三
八
一
B
録
外
）

⑳
応
仁
元
年
八
刀
廿
二
日
幕
麿
奉
行
人
兵
釈
催
促
状
（
東
寺
百
合
文
書
そ
七

重
一
一
〇
及
び
同
ウ
七
一
…
八
七
）

⑳
刊
本
東
寺
文
書
へ
一
五
七
号
。
な
お
陶
年
下
久
世
庄
公
事
銭
算
用
状
（
東

寺
百
含
文
書
む
三
三
下
－
三
六
上
）
を
み
る
と
公
事
銭
に
つ
い
て
も
半
済
が

行
わ
れ
て
い
る
。

⑳
文
明
六
年
下
久
帯
P
庄
仙
ヰ
昂
以
借
用
状
（
幽
霊
詣
守
薄
く
凋
混
融
冨
む
三
三
下
－
1
｝
二
六
－
よ
）

⑳
明
応
八
年
十
月
十
四
日
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（
右
京
兆
代
一
細
川
政
元

か
1
宛
）
　
（
東
寺
百
合
文
書
リ
三
五
i
四
五
）
の
他
に
二
通
あ
り
。

⑳
刊
本
棄
寺
文
書
ぬ
九
一
号
。

⑳
詳
し
く
は
島
田
次
郎
氏
前
掲
論
文
第
四
節
註
⑧
参
照
。

⑳
島
田
氏
前
掲
論
二
二
…
三
頁
。
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二
、
名
主
職
所
有
者

　
前
節
に
お
い
て
は
永
正
四
年
の
上
久
世
庄
算
用
帳
に
つ
い
て
、
「
本
役
」
「
分

米
」
「
公
事
」
「
半
済
」
に
関
す
る
考
察
を
加
え
た
が
、
次
に
そ
の
内
容
の
検
討

を
行
う
。
こ
の
算
用
帳
の
各
署
墨
入
に
つ
い
て
そ
の
土
地
所
有
形
態
を
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
が
前
掲
第
一
コ
口
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
総
監
積
五
七
町
二
反
二
一
〇
歩
の

う
ち
分
米
負
担
地
が
三
一
町
四
反
＝
一
〇
歩
、
本
役
々
平
地
が
二
五
町
八
反
九

　
　
　
　
②

○
歩
で
あ
り
、
そ
の
比
率
は
大
体
五
五
％
と
四
五
％
に
な
る
。
前
に
も
少
し
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
よ
う
に
こ
の
蟻
蚕
負
担
岩
の
う
ち
に
は
南
北
朝
期
の
名
主
百
姓
の
性
格
を

有
す
る
も
の
即
ち
自
作
名
主
（
名
主
作
人
）
と
、
単
に
加
地
子
得
分
に
の
み
依

　
　
　
　
　
　
　
　
①

存
す
る
加
地
子
名
主
の
、
二
つ
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
「
ひ
か
し
彦
太
郎
」
は
分
米
地
と
し
て
、
そ
の
直
接
耕
作
分
一

町
と
、
本
役
地
と
し
て
一
反
、
含
計
一
町
一
反
の
田
地
を
も
つ
て
い
る
が
ギ
一

町
一
反
と
い
え
ば
当
時
の
象
族
労
働
力
で
耕
作
可
能
の
面
積
で
あ
り
、
こ
の
本

役
負
担
地
一
反
も
彦
太
郎
自
か
ら
直
接
耕
作
し
て
い
た
、
即
ち
こ
の
一
反
に
関

し
て
は
彼
は
自
作
名
主
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
又
こ
の
時
の
最
大
の
土
地

所
有
者
で
あ
る
「
西
方
」
と
い
う
の
は
、
他
の
史
料
か
ら
考
え
て
当
時
上
久
世

庄
に
お
い
て
公
文
寒
川
氏
に
代
る
絶
大
な
権
力
を
有
し
、
更
に
は
年
寄
衆
と
し

て
村
落
自
治
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
要
撃
孫
五
郎
安
俊
と
比
定
し
う
る
の
で

　
　
⑤

あ
る
が
、
彼
は
供
役
地
と
し
て
七
町
六
反
九
〇
歩
、
分
米
地
と
し
て
一
町
五
反

三
〇
〇
歩
、
合
計
九
町
二
反
三
〇
歩
を
所
有
し
て
い
る
。
か
か
る
広
大
な
土
地

を
有
す
る
彼
の
経
営
内
容
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
甚
だ
閲
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
分
米
地
一
町
五
反
程
度
は
自
家
労
働
力
と
若
干
の
「
下
人
」
労
働
力
に

よ
っ
て
経
営
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
「
下
人
」
の
性
格
に
つ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
⑥

い
て
は
稿
を
改
め
詳
論
す
る
が
、
結
論
だ
け
を
云
え
ば
「
下
人
」
と
い
っ
て
も

少
く
と
も
上
久
世
庄
の
史
料
に
現
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
よ
く
云
わ
れ
る

よ
う
に
家
内
奴
隷
的
な
い
し
は
名
子
的
性
格
の
も
の
で
は
な
く
主
と
し
て
庄
内

の
独
立
の
農
民
の
う
ち
、
何
ら
か
の
理
由
で
庄
内
の
有
力
者
で
あ
る
利
倉
孫
五

郎
と
披
宮
人
的
な
関
係
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
残
る
部
分
は
大
体
に

お
い
て
、
小
作
貸
出
部
分
と
純
粋
な
加
地
子
名
霊
分
に
分
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
小
作
貸
出
部
分
と
い
っ
て
も
従
来
云
わ
れ
た
よ
う
な
名
主
…
作
人
の

関
係
の
如
く
、
作
人
が
権
利
化
さ
れ
た
小
作
権
即
ち
作
職
を
有
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
土
地
一
切
の
権
利
は
利
倉
孫
五
郎
が
有
し
、
た
だ
事
実
と
し
て
小
作

人
に
貸
出
さ
れ
て
い
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
れ
が
本
来
の
小
作
関
係

で
あ
り
、
近
世
の
地
主
i
小
作
関
係
へ
と
連
る
も
の
と
考
え
る
と
い
う
事
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

摘
に
止
め
て
、
そ
の
具
体
的
検
討
も
桑
茶
に
譲
り
た
い
。
即
ち
上
久
世
庄
に
お

け
る
地
歴
と
し
て
の
衡
方
即
ち
利
倉
孫
五
郎
の
経
営
は
、
自
作
分
と
小
作
貸
出

分
と
更
に
加
地
子
得
分
地
の
三
つ
か
ら
成
っ
て
い
た
と
砒
、
5
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

比
率
に
つ
い
て
は
こ
の
算
用
帳
か
ら
は
明
か
に
し
え
な
い
。

　
前
掲
の
第
一
表
に
よ
る
と
、
同
役
地
。
分
米
地
合
せ
て
一
町
以
上
の
土
地
を
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有
す
る
も
の
は
、
大
体
に
お
い
て
藤
五
郎
方
・
西
方
と
い
う
よ
う
に
「
方
」
の

付
く
も
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
大
宝
庵
・
華
蔵
庵
・
蔵
王
堂
等
の
如
く
、
い
わ

ば
寺
磁
心
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
「
方
」
の
掌
の
付
い
て
い
る
の
は

西
方
の
如
く
明
か
に
侍
分
或
い
は
侍
衆
と
で
も
称
す
べ
き
庄
内
の
有
力
者
で
あ

⑥る
。
従
っ
て
彼
等
は
庄
内
で
一
般
の
百
姓
に
対
し
て
優
越
し
た
地
位
に
あ
り
、

そ
の
有
す
る
加
地
子
得
分
地
に
つ
い
て
も
他
の
単
に
加
地
子
得
分
に
の
み
依
存

す
る
加
地
子
名
主
と
は
異
な
り
、
そ
の
±
地
に
対
す
る
発
言
権
も
強
く
、
実
質

は
前
述
の
小
作
貸
出
地
と
殆
ん
ど
相
異
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の

工
特
侍
衆
が
在
地
に
お
い
て
有
し
た
権
利
は
、
そ
の
分
米
地
即
ち
別
に
加
地
子

名
主
を
有
す
る
土
地
を
除
い
て
は
、
大
体
に
お
い
て
南
北
朝
期
の
名
主
百
姓
の

権
利
関
係
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
一
方
徳
寿
庵
・
華
草
庵
等
の
寺
庵
分
の
有
し
た
名
主
職
は
、
そ
の
所
有
者
の

性
格
か
ら
考
え
て
完
全
に
得
分
権
に
の
み
安
住
す
る
加
地
子
名
主
職
所
有
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
永
正
十
年
上
久
世
庄
年
貢
未
進
徴
符
を
見
る
と
未
進

分
と
し
て
、

　
　
一
斗
六
升
一
合
蔵
王
堂
分
西
方
　
　
八
升
九
合
蔵
王
堂
分
藤
五
郎
方

　
　
一
斗
一
升
　
五
鈷
弥
次
郎
　
　
　
六
斗
五
合
同
　
九
郎
二
郎
方

　
　
四
升
三
合
同
治
部
　
黙
唐
墨
合
同
孫
左
禽
方

　
　
五
斗
三
升
四
合
同
源
三
方
皆
納
斗
四
升
四
A
。
　
杢
庵

と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
、
蔵
王
堂
分
に
は
全
部
別
に
百
姓
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
永
正
四
年
の
算
用
帳
に
み
え
る
蔵
王
堂
分
一
町
四
反
二

四
〇
歩
の
土
地
の
性
格
が
推
測
出
来
る
。
即
ち
蔵
．
王
堂
の
有
し
た
の
は
単
な
る

加
地
子
名
主
職
で
あ
り
、
実
際
の
土
地
に
対
す
る
権
利
は
西
方
他
の
侍
衆
、
或

い
は
弥
次
郎
・
治
部
と
い
っ
た
素
姓
が
有
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
か
か
る
自
作
名
主
（
そ
の
性
格
を
有
す
る
も
の
も
含
む
）
と
加
地
子
名
主
と

の
区
別
は
、
前
掲
記
載
例
の
本
役
負
担
者
の
大
宝
庵
分
の
如
く
「
名
主
分
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
㍉
、
伊
勢
講
田
分
の
如
く
何
ら
の
記
載
も
な
い
も
の
と

の
区
別
に
相
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
寺
庵
分
と
い
っ
て
も
大
宝
庵
は
永

正
四
年
に
は
本
浦
地
一
町
六
反
小
の
他
に
分
米
地
二
反
を
所
有
し
て
お
り
、
又

永
正
十
年
の
未
進
徴
符
を
み
て
も
蔵
王
堂
と
異
な
り
分
付
百
姓
と
で
も
称
す
べ

き
も
の
の
記
載
は
な
く
、
又
大
宝
庵
は
明
か
に
上
久
世
庄
内
に
あ
っ
た
専
院
で

　
　
　
⑩

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
止
住
の
住
職
其
他
が
自
作
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
第
一
表

の
適
役
分
に
○
印
を
付
し
た
も
の
は
「
名
主
分
」
と
記
さ
れ
て
、
大
宝
庵
・
彦

太
郎
等
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
×
印
を
付
し
た
も
の
は
そ
の
記

載
が
な
く
蔵
王
堂
等
と
性
絡
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
干
機
械
的
に
過

ぎ
る
嫌
も
あ
る
が
、
前
者
は
爾
北
朝
期
の
名
主
百
姓
（
自
作
名
主
）
の
性
格
を

引
き
つ
い
だ
も
の
、
後
者
は
単
に
得
分
権
に
の
み
依
存
す
る
加
地
子
名
主
と
い

う
よ
う
に
整
理
し
て
も
略
誤
り
は
な
い
。
そ
し
て
更
に
前
者
に
つ
い
て
は
「
方
」

の
つ
い
た
も
の
を
侍
分
、
そ
の
記
載
の
な
い
も
の
を
一
般
百
姓
と
区
分
で
き
、

分
米
負
担
地
は
次
節
で
明
か
に
す
る
よ
う
に
、
そ
の
名
主
職
は
東
寺
が
一
括
し
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永正四年上久世庄名主職所有形態（第二表）

多
一
5

α
／
　
　
門
D

鎖面

1・噸・2・歩

12」也子名g三　1　70反300歩

25141反030歩

846反120歩

分
　
分姓

侍
　
百

名
主
分

白
H
　
乍
・

　
　
イ

1001572反210歩計

①
こ
の
表
は
永
原
氏
も
掲
載
し
て
お
ら
れ
る
が

五
二
頁
）
、
　
前
節
註
⑦
に
お
い
て
指
摘
し
た
如
く
氏
の
考
え
違
い
と
争
わ
れ

る
点
が
あ
り
、
更
に
公
事
其
他
を
加
え
て
改
め
て
作
成
し
直
し
た
。

⑨
こ
の
数
字
は
大
体
闘
争
の
田
地
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い

て
穏
既
に
触
れ
た
が
、
逆
に
同
一
の
土
地
が
本
塗
負
担
地
と
分
米
負
担
地
に

二
重
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
　
何
故
な
ら
ば
両
者
に
記
載
さ
れ
た
と
す
れ

ば
本
役
を
こ
重
に
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
え

ず
、
従
っ
て
こ
の
算
用
帳
の
面
積
は
土
地
台
帳
と
同
一
の
信
単
性
を
有
す
る

も
の
と
考
え
る
。

③
南
北
朝
期
の
名
主
胃
姓
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
南
北
朝
期
に
お
け

て
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

永
正
四
年
算
用
帳
か
ら
知
ら
れ
る
上

久
世
庄
全
庄
の
名
主
職
所
有
形
態
は

第
二
表
の
如
く
に
な
る
。
即
ち
東
寺

が
全
量
の
五
五
％
の
名
主
職
を
所
有

し
、
次
い
で
侍
分
が
二
五
％
、
寺
三

等
の
加
地
子
名
主
が
一
二
％
で
、
一

般
の
百
姓
分
は
八
％
に
す
ぎ
ず
、
こ

の
段
階
に
な
る
と
一
般
百
姓
が
名
主

職
を
所
有
す
る
の
は
例
外
的
存
在
に

し
か
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
歴
史
評
論
四
五
且
’
7
五
一
1

る
畿
内
の
名
主
」
に
お
い
て
詳
論
し
た
。

④
加
地
子
名
主
の
性
格
に
つ
い
て
も
拙
稿
「
出
城
国
上
久
世
庄
に
お
け
る
百

姓
名
の
解
体
」
に
お
い
て
詳
論
す
る
。

⑤
永
正
穴
年
上
久
世
庄
他
所
名
主
分
算
用
状
（
東
寺
百
合
文
書
を
＋
四
上
）

を
み
る
と
利
倉
国
五
郎
は
六
町
五
反
大
僻
歩
の
土
地
を
持
っ
て
お
り
、
永
正

四
年
の
数
字
と
は
若
干
異
る
が
、
前
者
は
名
主
分
全
部
を
記
載
し
た
も
の
で

は
な
く
未
進
注
交
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
未
進
分
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
永
正
四
年
算
用
帳
で
六
町
以
上
の
土
地
を
持
っ
て
い
る
の

は
酉
方
以
外
に
は
見
当
ら
な
い
故
、
西
方
を
利
倉
孫
五
郎
と
比
定
し
て
誤
り

は
な
い
。
な
お
永
正
十
三
年
十
二
月
九
B
上
久
世
庄
地
下
人
連
署
状
（
東
寺

百
合
交
書
そ
　
一
三
上
）
を
み
る
と
利
倉
孫
五
郎
安
俊
は
他
の
十
名
の
侍
衆

と
の
連
署
状
の
筆
頭
に
署
名
し
て
算
用
の
相
違
な
い
旨
を
申
し
て
お
り
、
耀
て

の
庄
内
に
於
け
る
地
位
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
前
記
（
註
④
）
拙
稿
参
照
。
な
お
こ
の
利
倉
孫
五
郎
安
俊
の
経
営
全
体
に

つ
い
て
は
、
そ
こ
で
詳
論
す
る
庄
官
層
の
経
営
内
容
を
参
考
に
し
て
頂
け
れ

ば
幸
で
あ
る
。

⑦
下
前
拙
稿
。
、

⑧
第
一
表
で
「
方
」
の
付
い
て
い
る
も
の
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
他
の
史

料
よ
り
大
体
に
お
い
て
平
侍
と
し
て
そ
の
名
を
明
か
に
し
う
る
。
な
お
大
永

元
年
上
久
世
庄
未
進
注
文
（
東
寺
百
合
文
書
を
八
…
十
）
を
み
れ
ば
、
「
方
」

の
付
い
て
い
る
者
は
全
部
姓
を
有
し
て
お
り
、
　
「
方
」
の
付
い
た
人
名
は
侍

衆
と
断
定
し
て
差
支
え
な
い
。

⑨
刊
本
東
寺
文
譜
へ
一
九
八
号
。

⑩
明
応
八
年
下
久
世
庄
年
貢
未
進
注
交
（
刊
本
東
寺
文
書
ぬ
九
二
号
）
に
は

　
「
上
久
世
大
宝
庵
」
と
み
え
上
久
世
庄
内
に
存
在
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
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三
、
分
米
負
担
者
と
そ
の
加
地
子
名
主

　
前
節
に
お
い
て
は
本
役
負
担
者
一
名
主
職
所
有
者
の
性
格
を
検
討
し
た
の
で

あ
る
が
、
次
に
分
米
負
担
者
と
そ
の
土
地
の
加
地
子
名
主
に
つ
い
て
考
察
を
す

る
。
全
庄
五
五
％
の
土
地
は
「
分
米
」
負
担
地
で
あ
り
、
そ
の
土
地
に
は
算
用

帳
の
登
録
人
即
ち
分
米
負
担
者
の
他
に
、
反
別
六
一
七
斗
の
加
地
子
分
を
取
得

す
る
加
地
子
名
主
の
存
在
は
当
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
れ
ば
此
の
算

用
帳
の
表
面
に
は
出
て
来
な
い
加
地
子
名
主
が
一
体
誰
で
あ
っ
た
か
が
当
然
次

の
課
題
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
「
分
米
」
の
中
に
は
「
本
役
」
と
「
加
地
子
得

分
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
然
そ
の
加
地
子
得
分
取
得
者
が
い
る
筈
で
あ
る
か

ら
。
結
論
を
先
に
云
え
ば
、
私
は
上
久
世
庄
五
五
％
の
分
米
負
担
地
の
加
地
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

名
主
職
所
有
者
は
東
寺
及
び
そ
の
関
係
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
の
第
一
と
し
て
幡
、
現
存
の
上
久
世
庄
の
名
主
職
売
券
及
び
寄
進

状
を
み
る
と
、
そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
加
地
子
名
主
職
は
、
最
終
酌
に
は
東
寺

及
び
そ
の
関
係
者
の
書
著
し
て
お
り
・
先
ず
当
時
の
褻
的
傾
向
と
し
ゅ
東

寺
及
び
そ
の
関
係
者
が
按
極
的
に
当
庄
内
の
加
地
子
名
主
職
の
獲
得
に
乗
り
出

し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
永
正
四
年
の
算
用
帳
に
は
東

寺
は
全
く
表
面
に
は
現
わ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
逆
に
こ
の
隠
さ
れ
た
五
五
％

の
土
地
の
名
主
職
は
東
寺
が
握
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
第
二
の
理
由
と
し
て
は
永
正
六
年
上
久
世
庄
他
所
名
主
分
算
用
状
を
み
る
と
、

利
倉
孫
五
郎
方
・
大
法
庵
・
利
倉
孫
三
郎
等
十
五
名
の
未
進
分
と
そ
の
面
積
が

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
人
名
に
つ
い
て
そ
の
面
積
を
永
正
四

　
（
第
三
表
）
上
久
世
庄
永
正
六
年
他
所
名
主
分
算
用
状

　
　
　
　
　
　
永
正
四
年
算
用
帳
比
較

人

名

永
正
山
月
年
　
　
　
・
氷
正
四
震
干

利
倉
三
五
郎
方

大
　
　
法
　
　
庵

利
倉
孫
蹉
郎

恋
川
次
郎
左
衛
門

福
　
　
寿
　
　
玉

薬
川
藤
五
郎

孫
　
　
太
　
　
手

利
倉
新
三
郎

二
二
新
左
術
門

島
　
　
正
　
　
庵

長
谷
川
孫
九
郎

太
　
郎
　
衛
　
門

浄
諮
跡
与
三
郎

彦
　
　
衛
　
　
門

治
　
、
　
　
　
都

（
反
×
歩
）

六
五
、
老
Q

董
、
三
〇

　
一
、
O
O
O

　
一
、
O
O
O

四
、
三
〇
〇

＊
八
、
二
四
〇

　
一
、
O
O
O

五、

n
O
O

六
、
O
O
O

四
、
一
心
O

繭
、
三
〇

九、

n
O
O

六、

n
O
O

　
一
、
三
〇

　
一
一
、
O
O
O

（
反
×
歩
）

七
六
、
晃
〇

一｛

n、

O
〇

一、

n
O
O

四
、
憎
δ
〇

九、

X
δ

一、

n
O
O

八、

n
…
ハ
〇

六
、
O
O
O

四
、
二
四
〇

四
、
三
〇

九、

O
8

四
、
0
8

一、

O
〇

　
一
西
O

備

考

（
内
一
反
畠
田
）

　
＊
印
は
八
二
大

と
あ
る
が
、
年
貢

高
よ
り
考
え
て
八

反
大
と
考
え
て
誤

は
な
い
。

（
註
）

永
正
六
年
他
所
名
主
分
算
用
状
に
記
載
さ
れ
た
分
は
全
部
記
載

し
た
。

永
正
四
年
分
に
つ
い
て
は
他
所
名
主
分
算
道
状
に
記
載
さ
れ
た

人
名
よ
り
推
定
し
う
る
も
の
の
面
積
で
あ
る
。
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年
の
算
用
帳
の
本
役
分
の
面
積
と
比
較
す
れ
ば
第
三
表
の
如
く
に
な
る
。
即
ち

永
正
六
年
上
久
世
庄
他
所
名
主
分
算
用
状
と
、
永
正
四
年
算
用
帳
の
う
ち
そ
れ

に
相
当
す
る
人
名
の
面
積
を
比
較
し
て
み
る
と
若
千
の
例
外
は
み
ら
れ
る
と
は

　
④

い
え
、
完
全
に
一
致
す
る
も
の
も
多
く
、
そ
の
例
外
に
つ
い
て
も
こ
の
二
つ
の

算
珊
状
を
比
較
し
た
場
合
、
大
体
第
三
表
の
如
く
想
定
し
て
も
差
支
え
は
な
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
永
正
六
年
他
所
名
主
分
算
用
状
に
い
う
名
主
と

い
う
の
は
、
永
正
四
年
の
算
用
帳
に
み
え
る
太
・
役
負
担
者
即
ち
名
主
職
所
有
者

　
　
　
　
　
⑤

と
同
一
で
あ
り
、
し
か
も
他
所
名
主
と
し
て
こ
こ
に
記
さ
れ
た
人
名
は
大
体
に

お
い
て
上
久
世
庄
止
住
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
い
う
他
所
と
い

う
の
は
上
久
世
庄
外
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
「
他
所
」
と
い
う
の

は
何
に
対
し
て
の
「
他
所
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
東

寺
側
か
ら
み
て
東
寺
及
び
そ
の
関
係
者
以
外
で
名
主
職
を
所
有
す
る
も
の
と
考

え
て
の
「
他
所
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
故
永
正
四
年
の
算
用
帳
に
記
さ

れ
た
四
〇
名
の
名
主
職
所
有
者
全
部
は
東
寺
か
ら
み
た
「
他
所
名
主
」
で
あ
り
、

こ
の
「
他
所
名
主
」
に
対
し
て
東
寺
が
持
っ
て
い
た
の
は
、
名
主
職
所
有
者
名

が
全
然
記
載
さ
れ
て
い
な
い
五
五
％
の
分
米
負
担
地
に
対
す
る
名
主
職
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
五
五
％
の
土
地
に
対
す
る
名
主
職
は
東
寺
が
完

全
な
形
で
握
っ
て
お
り
、
上
久
世
心
外
の
加
地
子
名
主
は
矢
張
り
残
る
四
五
％

の
塞
役
負
担
地
の
名
主
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
永
正

四
年
の
算
用
帳
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
東
寺
へ
の
本
来
の
年
貢
と
加
地
子
得

分
を
含
め
た
「
分
米
」
は
、
前
掲
寵
載
様
式
に
「
公
文
方
納
」
と
み
ら
れ
る
よ

う
に
公
文
の
手
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
公
交
に
よ
っ
て
一
括
徴
収
さ
れ

た
「
分
米
」
は
其
処
で
東
寺
へ
の
年
貢
（
本
役
）
と
加
地
子
得
分
に
仕
訳
を
さ

れ
、
更
に
そ
の
加
地
子
得
分
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
加
地
子
名
主
に
配
分
さ
れ
た

と
豊
寛
ら
れ
㌔
公
論
穣
思
し
た
雰
米
L
は
そ
の
ま
ま
一
括
し
て
東
等

に
納
入
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
当
然
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
こ
の
「
他
所
名
主
」
と
で
も
称
す
べ
き
、
永
正
四
年
の
四
〇
名
の
本

権
負
担
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
大
部
分
が
上
久
世
庄
内
炭
住
の
人
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
で
も
福
寿
庵
は
明
か
に
隣
真
下
久
世
庄
内
の
寺
院
で
あ
り
、
蔵
徳
庵

は
寺
戸
庄
の
薦
で
あ
％
従
っ
て
永
正
四
年
の
算
用
帳
に
み
え
る
四
〇
名
の

名
主
職
所
有
老
一
「
他
所
名
主
」
の
う
ち
に
は
、
上
久
世
庄
内
の
名
主
も
、
又

上
久
世
庄
外
の
名
主
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
名
主
職
所
有
者
の
特

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
五
五
％
の
土
地
に
つ
い
て
は
当
然
東
寺
が
そ
の
加
地
子

名
主
職
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
て
こ
そ
永
正

四
年
の
算
用
帳
の
分
米
負
担
地
に
は
、
特
に
名
主
職
所
有
者
名
が
記
載
さ
れ
て

い
な
い
理
由
も
明
か
と
な
り
、
更
に
「
本
証
」
と
加
地
子
得
分
を
併
せ
て
「
分

米
」
と
い
う
形
で
一
括
記
載
さ
れ
、
公
文
が
そ
れ
を
一
．
括
徴
収
し
て
、
そ
の
う

ち
か
ら
半
済
分
だ
け
を
差
引
い
て
、
残
り
全
部
を
東
寿
に
渡
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
不
便
も
支
障
も
起
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
永
正
四
年
箕
面
帳
に
み
え
る
分
米
負
担
地
の
名
主
職
所
有
者
が
東
寺
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庄園制解体期の山城隊［上久世庄（上島）

で
あ
る
こ
と
と
、
更
に
そ
の
土
地
の
年
貢
を
「
分
米
」
と
い
う
形
で
徴
収
し
て

い
る
こ
と
の
意
味
を
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
本
役
負
担
地
に
つ
い

て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。
分
米
負
担
地
に
つ
い
て
は
東
寺
と
分
米
負
担
者
1
1

直
黒
耕
作
者
の
間
に
は
公
文
が
介
在
し
て
い
た
と
は
い
え
、
形
式
上
は
公
文
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
く
ま
で
も
東
寺
の
「
代
宮
」
で
あ
り
、
東
寺
は
直
接
耕
作
者
を
直
接
的
に
把

握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
競
る
四
五
％
の
本
丁
負
担
地
に
つ
い
て

は
其
の
名
主
職
所
有
者
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
部
は
必
ず
し
も
直
接

耕
作
者
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
庄
園
領
主
東
寺
は
古
い
名
主
層
を

年
貢
担
当
者
と
し
て
把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
響
胴
帳
に
関
す
る
限
り
、
東
寺
は
確
か
に
か
つ
て
の
庄
園
領
主
↑
加
地
子
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

主
†
百
姓
と
い
う
年
貢
の
納
入
法
を
重
ん
じ
て
い
た
と
は
い
え
る
が
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
形
式
を
重
ん
じ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
具
体
的
な
問
題
と
し
て
は
か

か
る
一
庄
的
な
規
模
で
統
一
的
に
記
載
さ
れ
た
算
用
帳
の
如
き
も
の
で
は
な
く

他
の
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
好
例
と
な
る
の
が
前
節
に
引
用
し

た
永
正
十
年
上
久
世
庄
年
貢
未
進
徴
符
で
あ
る
。
永
正
四
年
算
用
帳
に
は
一
括

し
て
蔵
王
堂
島
と
し
て
一
町
四
反
大
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

内
容
は
永
正
十
年
未
進
徴
符
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
多
く
の
侍
分
・
百
姓
に
分
割

耕
作
さ
れ
て
お
り
、
若
し
加
地
子
名
主
の
有
す
る
権
利
が
強
固
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
東
浦
が
確
実
な
年
貢
担
当
者
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
未

進
肩
越
に
み
え
る
如
き
記
載
は
不
必
要
で
、
一
括
し
て
蔵
王
堂
分
の
未
進
と
し

て
記
載
し
た
は
ず
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
未
進
徴
符
の
詑
載
は
そ
う
で
は
な
く
、

加
地
子
名
主
蔵
王
堂
に
対
し
て
い
わ
ば
分
付
寵
児
と
で
も
い
う
べ
き
西
方
以
下

の
直
接
耕
作
者
が
記
さ
れ
て
お
り
、
加
地
子
名
主
蔵
王
堂
の
無
力
さ
と
、
直
接

耕
作
立
葉
の
確
固
た
る
地
位
を
無
言
の
間
に
此
の
史
料
は
示
し
て
お
り
、
東
寺

は
直
接
耕
作
農
民
を
一
人
一
人
確
実
に
把
握
し
な
け
れ
ば
男
役
負
担
地
の
年
貢

も
徴
収
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
当
時
数
多
く
残

さ
れ
て
い
る
年
貢
算
用
状
或
い
は
未
進
老
婚
は
全
て
か
か
る
記
載
様
式
を
と
っ

て
お
り
、
た
と
え
分
付
記
載
と
い
う
形
で
あ
ろ
う
と
も
必
ず
直
接
耕
作
者
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
東
寺
は
上
久
世
庄
に
関
す
る
限
り

本
論
負
担
地
・
分
米
負
担
地
を
問
わ
ず
、
叢
本
塁
に
厳
暑
耕
作
者
を
年
貢
担
当

者
と
し
て
把
握
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
戦
国
大
名
権
力
が
解
体
過
程
に
あ
る
と
は
い
え
旧
名
主
層
を
そ
の
権
力
の
基

礎
、
即
ち
年
貢
負
担
者
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
維
持
存
続
に
腐
心
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
を
出
す
前
に
例
え
ば
上
久
世

庄
の
場
合
に
お
い
て
は
、
永
正
四
年
算
用
帳
だ
け
で
な
く
未
進
徴
符
の
面
か
ら

す
る
検
討
が
行
わ
れ
た
か
否
か
が
疑
問
と
し
て
残
る
。
若
し
か
か
る
両
面
か
ら

の
検
討
が
行
わ
れ
た
の
ち
上
述
の
如
き
戦
国
大
名
に
関
す
る
結
論
が
出
た
と
す

れ
ば
、
崩
壊
寸
前
に
あ
る
東
寺
の
庄
園
支
配
の
形
態
の
方
が
、
戦
国
大
名
権
力

よ
り
も
数
等
進
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
従
来
の
中
世
史
の
一
般
的
方

法
論
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
永
正
十
年
上
久
世
庄
年
貢
未
進
徴
符
に
分
付
記
載
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が
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
こ
れ
を
遡
説
の
如
き
分
付
百
姓
と
考
え
て
、
名
子
。

被
官
的
農
民
の
存
在
を
指
摘
し
え
た
と
さ
れ
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
史
料

の
豊
富
な
上
久
世
庄
に
お
い
て
は
、
た
と
え
分
付
記
載
が
存
在
し
ょ
う
と
、
そ

の
個
々
の
農
民
例
え
ば
「
西
方
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
又
多
く
の
「
方
」

の
字
の
付
く
も
の
が
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
と
実
証
し

う
る
故
、
そ
の
よ
う
な
性
急
な
結
論
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
へ
ま
と
ま
っ

た
史
料
が
少
く
、
近
世
よ
り
の
推
定
に
基
づ
い
て
断
片
的
な
史
料
を
国
玉
し
て

い
る
場
合
に
は
、
多
分
に
そ
の
危
険
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
永
原
氏
は
作
職
分
（
分
米
負
担
地
）
に
対
す
4
る
加
地
子
名
主
を
東
寺
及
び

そ
の
関
係
者
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
断
定
す
る
こ
と
を
保
留
」
し
て
お

ら
れ
る
（
歴
史
評
論
四
五
号
五
薫
頁
）
。

②
勿
論
こ
れ
は
永
原
氏
も
い
わ
れ
る
如
く
「
東
寺
が
所
蔵
す
る
売
券
は
直
接

的
も
し
く
は
聞
接
的
に
東
寺
が
そ
れ
に
関
係
を
も
つ
部
分
の
み
」
　
（
騰
史
評

論
四
五
号
四
八
頁
）
で
あ
っ
て
、
実
際
の
売
買
の
一
部
を
示
す
も
の
に
す
ぎ

な
い
が
、
当
時
の
　
般
的
傾
向
と
し
て
多
く
の
名
主
職
が
図
無
に
集
積
さ
れ

て
い
た
と
い
う
審
実
は
確
認
出
来
る
。

③
前
節
註
⑤
参
照
。
、

④
西
方
即
ち
利
倉
孫
五
郎
は
こ
の
偶
外
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し

　
て
は
前
節
註
へ
⑤
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
。

⑤
永
正
四
年
の
名
主
職
所
有
者
は
四
◎
名
で
、
永
正
六
年
他
所
名
主
試
算
矯

状
に
記
さ
れ
た
の
は
一
五
名
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
間
に
相
当
の
入
数
の
ひ
ら
き

　
が
見
ら
れ
る
が
、
後
者
は
影
写
本
を
み
れ
ば
後
欠
文
書
の
可
能
性
も
あ
り
、

た
と
え
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
前
に
も
触
れ
た
如
く
後
者
は
算
用
状
と
は
い

え
実
は
未
進
人
数
注
交
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て

い
な
い
二
五
名
は
未
進
が
な
か
っ
た
為
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
琳
6
5
え
ら

れ
る
。

⑥
当
時
の
｝
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
年
貢
米
は
原
則
と
し
て
庄
園
傾
主
↑
加

地
子
名
主
↑
百
姓
と
い
う
経
路
で
納
入
さ
れ
た
と
蹴
4
5
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
（
前
節
註
④
拙
稿
参
照
）
、
　
全
庄
五
五
％
の
土
地
に
対
す
る
加
地
子
名
主

職
を
有
し
、
更
に
全
庄
一
円
に
地
頭
職
（
貰
領
家
職
）
を
府
す
る
凍
専
の
場

合
は
別
と
し
て
、
　
一
般
の
加
地
子
名
主
の
得
分
ま
で
公
文
が
徴
収
し
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
加
地
子
得
分
は
否
姓
直
納
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
残
る
四
五
％
μ
の
土
地
に
つ
い
て
は
名
主
職
所
有
者
だ

け
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
分
米
負
担
者
一
直
接
耕
作
者
が
明
か
で
な
い
と
い

う
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
し
か
も
年
貢
米
は
加
地
子
名
主
の

手
を
経
て
庄
園
領
主
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
前
掲
の
詑
載

様
式
に
あ
る
大
宝
庵
分
で
分
米
分
は
公
文
方
へ
納
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、

太
・
役
分
は
「
八
骨
二
一
斗
六
合
八
十
三
三
升
　
嘉
納
誌
二
」
ど
い
う
記
蔀
凧
が
あ

　
り
、
こ
れ
は
八
月
廿
二
日
．
｝
斗
六
合
、
八
月
十
三
日
に
三
升
代
納
し
て
そ
の

請
取
が
…
　
枚
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
本
窯
負
担
地
に
つ
い
て
は
そ
の
名
主
職

　
所
有
者
が
公
交
の
手
を
経
る
こ
と
な
く
直
納
し
た
こ
と
が
分
る
。

⑦
例
え
ば
明
応
五
年
下
久
世
庄
年
貢
豪
男
注
文
（
刊
本
東
寺
交
書
ぬ
八
三
号
）

　
を
み
る
と
地
下
分
（
次
の
他
所
分
に
鰐
し
て
下
久
世
庄
内
の
こ
と
と
思
わ
れ

　
る
）
と
他
所
分
（
全
都
隣
庄
上
久
世
。
寺
戸
。
土
川
一
前
掲
刊
本
東
寺
文
嘗

　
に
は
「
古
川
」
と
読
ん
で
い
る
が
「
土
川
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
一
等
が
肩
書

　
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ば
下
久
世
庄
内
に
対
し
て
の
他
所
で
あ
る
事
が
明
か
で
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あ
る
）
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
福
寿
庵
は
地
下
分
即
ち
下
久
世
庄
内
に
、
蔵

春
望
は
寺
戸
と
肩
謎
し
て
他
所
分
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑧
応
仁
交
明
の
大
乱
以
後
は
公
文
寒
川
氏
は
上
久
世
庄
に
お
い
て
は
全
く
根

の
な
い
存
在
と
な
り
、
文
亀
元
年
頃
に
は
一
時
公
文
職
か
ら
も
追
放
さ
れ
て

い
る
。
永
正
八
年
に
寒
川
家
光
が
上
久
世
庄
に
還
補
さ
れ
た
聴
の
講
文
を
み

れ
ば
最
早
「
公
文
職
」
と
は
云
わ
ず
「
代
官
職
」
　
（
永
正
八
年
十
月
廿
六
日

寒
川
修
理
進
家
光
請
文
案
－
東
寺
百
合
文
書
μ
一
－
二
九
）
と
称
し
て
お
り

此
の
頃
の
公
文
の
存
在
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
分
る
。

⑨
誰
⑥
参
照
。

⑩
安
良
城
盛
昭
氏
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
」
　
（
歴
史
学
研
究
一
六
三
。

　
一
六
四
号
）四

、
東
寺
の
上
久
世
庄
支
配
の
実
態

　
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
い
て
は
比
較
的
強
固
な
庄
園
支
配
を
行
い
え
た
東
寺
聾

も
、
応
仁
交
明
の
大
乱
が
過
ぎ
る
頃
よ
り
そ
の
庄
園
支
配
は
急
速
に
衰
退
に
向

う
の
で
あ
る
。
か
か
る
危
機
に
直
面
し
て
し
か
も
な
お
、
そ
の
庄
園
支
配
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
爽
寺
の
最
後
の
あ
が
き
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
示
す
の
が

此
の
永
正
四
年
算
用
帳
で
あ
る
と
い
え
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
次
に
戦
國
時
代

に
お
け
る
東
寺
の
上
久
世
庄
支
配
の
実
態
に
就
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　
室
町
期
以
降
に
百
姓
名
の
解
体
一
加
地
子
名
主
の
一
般
的
成
立
と
い
う
事
態

が
進
展
す
る
5
5
＼
、
策
寺
と
し
て
は
積
極
的
に
庄
内
の
加
地
子
名
主
職
の
獲
得
に

乗
り
出
し
、
永
正
四
年
頃
に
は
上
久
世
庄
全
庄
の
五
五
％
の
土
地
の
加
地
子
名

主
職
を
獲
得
す
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら

か
か
る
状
態
の
も
と
に
お
い
て
は
庄
園
領
主
東
寺
と
し
て
は
完
全
な
意
味
に
お

け
る
領
主
権
の
一
円
支
配
と
い
う
の
は
単
に
領
家
職
（
上
久
世
庄
の
場
合
に
は

地
頭
職
）
を
地
域
的
に
一
円
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
加
地
子

名
主
職
を
も
「
分
米
」
と
い
う
形
で
一
円
支
配
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
分
米
」
の
概
念
の
変
化
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
こ
そ
庄

園
領
主
と
し
て
の
東
寺
の
在
地
支
配
の
意
識
の
変
化
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

即
ち
渠
寺
と
し
て
は
加
地
子
得
分
を
も
「
分
米
」
と
い
う
形
で
支
配
し
え
て
こ

そ
始
め
て
在
地
を
一
円
支
配
し
う
る
と
い
・
）
よ
う
に
そ
の
意
識
が
変
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
考
え
ね
ば
此
の
「
分
米
」
の
概
念
の
変
化
を
正

当
に
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
至
徳
二
年
（
一
三
八
六
）
八
月
廿
一
日
仁
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

法
印
が
下
久
世
庄
田
参
段
名
主
職
を
東
寺
に
寄
進
し
た
際
の
寄
進
状
に
は
「
而

惣
庄
為
鎮
守
八
幡
宮
領
撃
墜
、
且
難
段
歩
擬
一
円
寺
領
之
志
願
、
且
…
…
」
と

み
え
て
お
り
、
惣
庄
即
ち
下
久
世
庄
は
東
寺
八
幡
宮
領
で
あ
り
、
そ
の
地
頭
職

は
東
寺
が
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
名
主
職
を
寄
進
さ
れ
て
始
め
て
一
円
の
寺

領
に
な
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
従
っ
て
「
就
中
黒
幕
名
主
職
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

寺
他
社
相
伝
之
条
、
難
為
寺
家
之
制
法
…
」
と
い
う
よ
う
に
霊
寺
と
し
て
は
他

寺
他
社
が
名
主
職
を
所
有
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
理
由
も
理
解
出
来
る
の

で
あ
る
。
か
く
て
永
正
西
年
頃
に
は
東
寺
は
上
久
世
庄
の
五
五
％
の
土
地
を
｝

応
一
円
突
配
し
う
る
ま
で
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
分
米
負
担
地
に
お
い
て
は
・
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庄
園
領
主
東
寺
と
農
民
と
の
関
係
は
直
接
的
で
あ
り
、
東
寺
が
名
主
職
を
所
有

し
て
こ
そ
農
民
を
直
接
に
把
握
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
東
寺
が
あ
ら
ゆ
る
機
会

に
名
主
職
の
獲
得
に
腐
心
し
た
理
由
も
単
に
得
分
の
増
加
と
い
う
点
だ
け
で
は

な
く
、
か
か
る
観
点
に
立
っ
て
こ
そ
完
全
な
形
で
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
残
る
四
五
％
の
名
主
職
の
大
部
分
は
、
多
く
の
侍
衆
等
に
握
ら
れ
て
お

り
、
か
か
る
侍
衆
の
成
長
と
そ
の
基
礎
を
な
す
一
般
農
民
膚
の
成
長
発
展
と
共

に
、
応
仁
の
乱
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
東
寺
の
庄
園
支
配
体
制
は
膝
元
の
上
久
世
庄

に
お
い
て
も
音
を
た
て
て
崩
れ
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
模
様
を
具
体
的

に
示
す
の
が
第
四
表
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
久
世
庄
年
貢
米
算
用
状
の
う
ち
、
様

式
を
一
に
す
る
寺
家
側
の
算
用
状
で
現
存
の
も
の
か
ら
、
そ
の
貢
納
高
を
調
べ

　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
も
の
で
あ
る
。
元
亨
四
年
（
｝
三
二
四
）
上
久
世
庄
年
貢
公
事
用
途
注
文
に

よ
れ
ば
、
所
定
の
年
貢
高
と
し
て
弐
値
参
拾
石
帯
斗
四
升
三
夕
八
才
が
寵
さ
れ

て
お
り
、
又
第
四
表
の
算
用
状
全
部
の
書
き
出
し
に
は
上
久
世
庄
が
所
進
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

き
額
ど
し
て
ニ
ニ
碁
石
余
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
上
久
世
庄
が
東
寺
領
で

あ
っ
た
全
期
間
を
通
じ
て
同
庄
所
定
の
年
貢
高
は
二
二
八
石
余
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
が
、
実
際
の
現
納
高
は
第
四
表
に
み
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
即
ち
応
仁

の
乱
以
前
は
大
体
二
〇
〇
石
が
納
め
ら
れ
て
お
り
東
寺
の
庄
園
支
配
の
強
固
さ

を
示
し
て
い
る
が
、
永
正
六
年
置
は
僅
か
二
五
石
綿
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
て
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

分
の
一
に
減
少
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
．
こ
と
は
単
に
年
貢
米
だ
け
で
な
く

公
事
銭
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
同
じ
く
永
正
六
年
の
公
事
銭
算
用
状
（
上

（第四表）室町・戦国時代上久世庄年貢貢納高
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　　む　36下

年　　　　　代　1　所　納　高

応永13年（1406）」199石　50365

応永21年（1414）12ユ6石　80297
永享6年（・434）｝223石5・・32

永享7年（ユ435）】220石　28968
　　　　　　　　　
永享12年（1440）1219石　44525
　　　　　　　　　
文安2年（1445）i223石4713
康正元年（1455）1247石　　　　　　　　　　　　　64775

覧正2年（1461）1207石83385
明応4年（1495）1187石　692

永正6年（1509）i　25石　777

31石

45石

62石

24石

！58石

303

726

387

335

184

永正6年（1509）

永正15年（ユ518）

大永3年・（＝1523）

享腺元年（1528）

享隷2年　（1529）

天交元年（1532）

〔註〕舛は上久世納舛に口分を加えたもので下

　　行舛換算以前のものに統一した。

　
　
⑦

久
世
分
）
を
み
る
と
所
定
の
貢
納
高
裾
野
四
百
七
十
一
文
に
対
し
て
現
納
高
は

僅
か
弐
貫
百
四
十
文
に
す
ぎ
ず
、
残
る
弐
十
八
貫
三
百
辮
一
文
は
「
庄
未
進
」

と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
事
実
は
戦
国
期
に
お
け
る
東
寺
の
庄
園
支
配
の
衰
退

を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
原
因
を
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
東

寺
の
庄
園
支
配
体
制
の
崩
壊
の
理
由
と
経
過
を
明
か
に
す
る
。

　
そ
の
原
因
の
第
一
と
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
応

仁
の
乱
後
の
幕
政
の
混
乱
と
そ
の
権
威
の
失
墜
で
あ
る
ゆ
同
じ
く
庄
園
領
主
と
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は
い
い
な
が
ら
興
福
寺
或
い
は
高
野
山
等
と
異
な
り
、
東
寺
は
そ
の
庄
園
支
配

に
必
須
の
武
力
組
織
を
全
く
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し

て
東
寺
は
そ
の
地
理
的
条
件
の
有
利
さ
と
、
殊
に
久
世
上
下
庄
は
幕
府
の
始
祖

「
等
持
院
殿
御
寄
附
」
を
理
由
と
し
て
、
事
あ
る
毎
に
幕
府
権
力
に
よ
り
か
か
り
、

そ
の
御
教
雷
・
奉
書
等
を
貰
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
久
世
上
下
庄
の
庄
園
支
配
を

続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
比
較
的
幕
府
の
威
令
の
よ
く
行
わ
れ
た
南
北
朝
・
室

町
期
に
東
寺
の
上
久
世
庄
支
配
が
よ
く
徹
底
し
て
い
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

然
し
応
仁
の
乱
以
降
は
幕
府
の
威
令
は
全
く
地
に
墜
ち
、
殊
に
細
川
上
元
の
管

領
時
代
に
な
る
と
幕
政
の
混
乱
は
救
い
難
い
も
の
と
な
る
。
政
治
史
的
研
究
が

中
心
課
題
で
な
い
本
稿
に
お
い
て
は
、
細
川
染
絹
の
失
政
に
つ
い
て
は
叙
述
し

な
い
が
、
そ
の
一
端
は
応
仁
後
記
・
細
川
両
家
骨
壷
を
一
読
し
た
だ
け
で
も
充

分
理
解
出
来
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
東
寺
は
そ
の
拠
っ
て
立
つ
基
本
的
な
足
場

を
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
細
川
政
元

は
寺
話
本
所
領
に
対
し
て
違
乱
押
妨
を
積
極
的
に
行
っ
た
模
様
で
あ
る
。
後
鑑

　
　
　
　
　
⑥

所
説
の
宣
胤
詑
に
よ
れ
ば
、
　
「
細
川
右
京
大
夫
政
元
朝
臣
昨
日
下
丹
波
、
対
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
）

町
殿
存
述
懐
云
々
、
第
一
寺
社
［
所
領
被
闘
所
々
不
可
然
之
由
申
之
云
肉
、
尤
可

然
申
状
、
諸
人
感
悦
只
此
事
也
。
」
と
み
え
、
寺
社
本
所
と
し
て
は
細
川
政
元

こ
そ
最
も
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
の
幕
政
の
混
乱
に
伴
っ
て
武
家
・
国

衆
等
が
稜
極
的
に
行
動
を
開
始
し
、
半
済
を
は
じ
め
各
種
の
違
乱
押
妨
を
行
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
中
の
半
済
強
行
に
つ
い
て
は
前
に
も
触
れ
た
が
、

開
応
八
年
に
な
る
と
再
び
西
岡
中
脈
被
官
人
等
が
半
済
の
徴
収
を
開
始
す
る
。

こ
こ
で
当
然
幕
府
は
東
寺
の
要
求
に
よ
っ
て
半
済
停
止
の
奉
書
を
出
す
が
、
最

早
そ
の
命
令
は
何
ら
の
効
果
も
示
さ
な
か
っ
た
。
更
に
翌
々
文
亀
元
年
に
な
る

と
公
文
寒
川
氏
の
追
放
と
い
う
事
態
が
お
こ
り
、
上
久
世
庄
の
混
乱
は
そ
の
極

に
達
す
る
。
寒
川
氏
は
讃
岐
国
に
本
拠
地
を
有
し
、
細
川
氏
累
代
の
披
官
で
あ

り
、
上
久
世
庄
公
文
職
を
確
保
し
え
た
の
は
細
川
氏
の
後
楯
が
あ
っ
た
か
ら
こ

　
　
　
⑨

そ
で
あ
る
。
彼
の
上
久
世
庄
公
文
職
追
放
は
「
常
は
ま
ほ
う
を
お
こ
な
ひ
て
近

　
　
　
　
　
　
　
⑩

国
他
国
を
う
こ
か
し
」
と
形
容
さ
れ
る
常
規
を
失
し
た
政
元
の
気
嫌
を
損
じ
た

た
め
か
、
或
い
は
政
元
の
寺
社
本
所
領
押
妨
の
犠
牲
に
な
っ
た
の
か
は
よ
く
分

ら
な
い
が
、
文
亀
元
年
九
月
十
五
臼
に
は
政
元
の
家
臣
安
富
筑
後
蔦
元
家
の
名

前
で
寒
川
左
馬
允
知
行
分
の
年
貢
諸
公
事
等
を
堅
く
拘
置
く
べ
き
こ
と
を
久
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

庄
百
姓
中
に
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
両
方
の
理
由
の
相
重
な
っ
た

も
の
と
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
当
時
山
城
圏
守
護
職
は
紐
川
政
元
が
握
っ
て

　
⑫

お
り
、
こ
の
頃
山
城
国
内
の
寺
社
本
所
領
に
対
す
る
政
論
及
び
そ
の
家
臣
の
押

妨
は
眼
に
余
る
も
の
が
あ
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
政
元
自
身
に
つ
い
て
は

既
に
述
べ
た
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
意
を
体
し
た
で
あ
ろ
う
そ
の
家
臣
に
つ
い
て

若
干
考
え
て
み
る
。
永
正
三
年
三
月
十
六
日
付
の
東
寺
雑
言
鎮
宗
・
浄
寿
連
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
東
寺
領
山
城
国
中
近
年
押
領
所
々
竣
と
い
う
曳
料
を
見
る
と
、

　
一
、
上
久
世
庄
之
内
公
文
名
之
本
所
分
事
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近
年
堂
々
伯
部
源
次
郎
押
領

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
一
、
此
外
註
圏
警
急
領
久
世
上
下
庄
植
松
口
上
野
塩
院
町
柳
原
等
此
外
所
々

　
　
敬
｛
仕
名
田
由
田
井
比
物
内
以
下
悉
従
去
々
年
香
｝
四
又
写
半
済
押
伸
慣
事

と
あ
る
。
恐
ら
く
寒
川
氏
失
脚
の
跡
は
三
元
の
近
臣
混
々
陰
部
源
次
郎
が
押
領

⑪し
、
更
に
久
世
上
下
庄
等
の
東
寺
領
庄
園
全
体
を
半
済
と
い
う
形
で
押
領
し
て

い
た
の
は
政
元
の
家
臣
で
当
時
山
城
国
守
護
代
で
あ
っ
た
香
西
叉
六
で
あ
っ

⑩た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
東
寺
領
等
の
寺
社
本
所
領
が
武
家
方
押
領
の
好
餌
に
さ
れ

た
模
様
が
よ
く
分
る
が
、
香
西
又
六
の
半
済
は
相
当
広
範
囲
に
亘
っ
て
行
わ
れ

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
一
。
二
等
に
つ
い
た
も
の
だ
け
を
拾
っ
て
み
て
も
永

正
二
年
に
は
賀
茂
社
領
境
内
六
郷
・
高
野
・
一
乗
寺
更
に
は
山
城
国
全
体
に
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

済
を
行
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
り
、
こ
こ
に
庄
園
領
主
は
決
定
的
な
打
撃
を
被

り
最
早
再
起
不
能
の
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
と
し
て
、
百
姓
の
政
治
的
経
済
的
成

長
と
、
そ
れ
に
伴
う
年
貢
の
未
進
抑
留
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
北
朝

期
以
降
着
実
に
そ
の
地
盤
を
在
地
に
篤
き
、
自
治
的
な
村
落
を
形
成
し
て
来
た

　
　
　
　
　
⑰

一
般
農
三
層
と
し
て
は
、
支
配
者
間
相
互
の
分
裂
抗
争
と
い
う
絶
好
の
機
会
を

逃
す
は
ず
は
な
い
。
し
か
も
前
述
の
よ
う
に
政
元
の
家
臣
安
富
筑
後
守
元
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

名
前
で
寒
川
左
馬
允
知
行
分
の
み
と
は
い
え
、
二
度
も
百
姓
中
が
年
貢
等
を
拘

置
く
べ
き
こ
と
を
命
令
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
久
世
庄
へ
遣
わ

　
　
　
　
　
⑲

さ
れ
た
折
需
案
に
は
「
於
公
文
分
者
難
被
押
置
協
、
於
寺
家
分
離
無
相
違
之
処
、

百
姓
中
寄
縮
於
左
右
難
渋
之
儀
、
言
語
道
断
之
次
第
也
」
と
み
え
て
お
り
、
単

に
公
文
分
だ
け
で
な
く
、
こ
の
好
機
を
逃
す
こ
と
な
く
寺
家
分
の
年
貢
も
拘
置

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
多
数
の
年
例
未
進
注
文
・
未
進
徴
符
等
が

み
ら
れ
る
の
は
決
し
て
農
民
窮
乏
の
故
で
は
な
く
、
彼
ら
の
実
力
と
そ
れ
を
裏

付
け
る
政
治
的
感
覚
の
成
長
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
永
正
六
年
上
久
世
庄
公

事
銭
算
用
状
の
寵
載
か
ら
知
ら
れ
る
乗
進
の
状
態
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
所

で
あ
る
。

　
か
か
る
寺
領
退
転
の
現
実
に
直
面
し
て
、
東
寺
が
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
法
を

見
兆
し
て
事
態
の
収
拾
を
計
ろ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
畜
で
あ
る
。
最
初
の
し

か
も
最
も
手
取
り
早
い
方
法
は
幕
府
に
頼
っ
て
違
乱
停
止
の
命
令
を
出
し
て
貰

う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
の
全
く
期
待
出
来
な
か
っ
た
事
は
屡
述
の
通
り

で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
時
庄
内
に
お
い

て
侍
衆
と
し
て
或
は
又
「
年
寄
衆
」
と
し
て
大
き
な
発
需
権
を
有
し
村
落
自
治

の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
和
田
。
利
倉
。
黒
川
。
長
谷
川
等
の
姓
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

地
裳
層
を
、
自
己
の
組
織
に
汲
み
入
れ
る
事
で
あ
る
。
公
文
寒
川
氏
が
追
網
さ

れ
年
貢
徴
収
組
織
が
完
全
に
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
文
亀
元
年
十
二
月
十
六
日
に

は
、
利
倉
孫
二
郎
俊
家
他
九
名
の
尊
志
が
連
署
し
て
東
寿
に
対
し
て
年
貢
納
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
こ
と
を
申
入
れ
て
い
る
。
然
し
利
倉
孫
二
郎
俊
家
は
単
に
多
く
の
侍
衆
と
共

に
、
年
貢
納
入
の
こ
と
を
請
負
う
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
翌
文
亀
二
年
に
は
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園制解体期の山城国上久世庄（上島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

建
武
以
来
絶
え
て
置
か
れ
な
か
っ
た
下
司
職
の
絶
望
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
多

く
の
古
品
が
平
等
な
立
場
で
力
を
合
せ
て
こ
そ
始
め
て
村
落
自
治
は
守
り
得
る

の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
双
倉
孫
二
郎
の
い
わ
ば
分
派
行
動
は
、
庄
内
の
秩
序
と

平
和
を
撹
乱
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
恋
川
入
道
徳
増
他
十
五
名
の
侍
衆
は

「
内
所
侍
」
と
い
う
名
目
で
連
署
し
て
、
そ
の
下
司
職
宿
望
に
対
し
て
東
寺
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

文
所
へ
異
儀
を
申
し
立
て
て
い
る
。
そ
の
最
後
に
「
於
庄
内
縦
物
療
之
儀
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

協
共
、
更
以
不
可
有
百
性
之
緩
怠
峰
、
適
状
如
件
」
と
み
え
、
こ
の
連
署
の
衆

十
五
名
は
一
面
に
お
い
て
「
内
侍
所
」
と
称
し
つ
つ
も
、
他
面
自
ら
も
「
百
姓
」

と
意
識
し
、
他
の
多
く
の
庄
内
の
百
姓
と
共
に
そ
の
自
治
組
織
を
守
り
抜
こ
う

と
す
る
堅
い
決
意
の
程
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
庄
内
の
強
い
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

対
に
あ
っ
て
か
、
利
倉
孫
二
郎
も
下
司
職
競
走
は
あ
き
ら
め
た
も
の
の
如
く
、

後
に
は
又
、
侍
衆
の
一
人
と
し
て
他
の
多
く
の
侍
衆
と
共
に
連
署
状
に
そ
の
名

　
　
　
　
　
⑭

が
み
ら
れ
る
。
寒
川
修
理
進
家
光
は
聞
も
な
く
再
び
同
庄
公
文
に
還
補
さ
れ
る

が
、
か
か
る
強
国
な
自
治
組
織
を
有
す
る
上
久
世
庄
民
に
は
相
容
れ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
永
正
十
年
十
一
月
廿
七
日
利
子
新
三
郎
安
弘
他
六
名
の
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

衆
は
連
暑
し
て
東
寺
に
請
文
を
呈
し
て
、
　
「
寺
家
之
御
被
呼
」
と
し
て
忠
節
を

致
し
、
年
貢
等
を
催
促
納
入
す
る
こ
と
を
約
す
と
共
に
「
万
一
此
人
数
之
内
、

難
為
一
人
、
得
心
文
之
語
、
令
同
心
与
力
之
輩
在
之
者
、
既
破
一
味
之
儀
上
者
、

為
自
余
之
人
数
、
可
令
罪
科
事
」
と
し
て
、
公
験
寒
川
氏
に
真
向
か
ら
不
信
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
た
た
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
鋳
も
細
川
氏
と
関
係
を
持
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
寒
川
氏
は
、
こ
こ
ま
で
成
長
を
遂
げ
た
上
久
世
庄
罠
に
と
っ

て
は
百
害
こ
そ
あ
れ
一
利
な
き
も
の
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
薦

白
い
の
は
こ
の
六
名
の
連
署
衆
の
う
ち
に
寒
川
新
左
衛
門
宗
光
の
名
が
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
永
正
四
年
舞
用
帳
に
本
役
地
六
反
。
分
米
地
三
町
二

反
・
計
三
町
八
反
の
土
地
を
有
す
る
新
左
衛
門
方
と
比
定
し
ヶ
る
の
で
あ
る
が
、

宗
家
寒
川
氏
が
鋒
用
具
に
は
全
く
姿
を
現
わ
さ
ず
、
恐
ら
く
上
久
世
庄
内
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

何
ら
の
根
拠
も
有
せ
ボ
、
唯
公
文
と
し
て
細
川
氏
を
背
景
と
し
て
年
貢
版
三
等

の
事
務
を
行
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
寒
川
新
左
衛
門
は
何
時

か
ら
か
宗
家
よ
り
分
れ
て
庄
内
に
土
着
し
、
侍
衆
の
一
人
と
し
て
こ
の
頃
に
な

る
と
宗
家
に
対
し
て
叛
旗
を
心
え
す
に
至
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
等
が
寺
家
に
忠
策
を
誓
っ
た
の
は
決
し
て
本

心
か
ら
で
は
な
く
、
一
つ
に
は
公
文
寒
川
氏
の
侵
入
を
防
い
で
村
落
自
治
を
守

ろ
う
と
す
る
意
図
か
ら
と
、
も
う
一
つ
に
は
彼
ら
の
利
益
を
考
え
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
彼
等
が
こ
の
連
署
請
文
を
提
出
す
る
や
、
同
日
付
で
東
寺
は
連
署
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
対
し
て
「
粉
骨
分
」
蝋
石
を
与
え
て
お
り
、
　
「
内
所
侍
」
と
い
い
「
寺
家
之

御
被
宮
」
と
い
い
名
厨
は
よ
い
が
、
そ
の
実
は
総
べ
て
連
衆
の
計
算
の
上
で
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
東
寺
と
し
て
も
そ
の
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
武
力
組
織
を
有

し
な
い
決
定
的
弱
点
を
、
か
か
る
形
で
も
つ
て
で
も
補
っ
て
、
一
石
で
も
多
く

の
年
貢
を
確
保
出
来
得
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
永
正
十
三
年
に
な
る
と
上
久
世
庄
の
年
貢
は
利
倉
孫
五
郎
安
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⑳

俊
他
十
一
名
の
侍
衆
に
よ
っ
て
算
合
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
こ
に
年
貢
徴
収
の
権

利
も
完
全
に
地
下
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
こ
れ
を
要
す
る
に
東
寺
の
上
久
世
庄
支
配
は
一
面
非
常
に
進
ん
だ
点
を

持
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
強
制
力
即
ち
武
力
組
織
の
欠
除
と

い
う
弱
点
は
決
定
的
で
あ
り
、
総
べ
て
を
幕
府
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
幕
府
の
威
令
の
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
戦
国
時
代
に
な
る
と
武
家

及
び
地
下
衆
の
内
外
よ
り
す
る
蚕
食
に
あ
っ
て
一
路
崩
壊
の
途
を
歩
ま
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
も
の
と
思
う
。

①
東
寺
百
合
交
雷
メ
＝
一
二
九
。

②
至
徳
四
年
六
月
累
日
久
世
上
下
庄
内
衷
勝
庵
罪
障
名
主
職
請
文
（
刊
本
東

寺
文
書
へ
一
〇
三
号
）

③
こ
の
他
に
地
下
算
用
状
即
ち
公
交
の
作
成
し
た
算
用
状
も
あ
る
が
、
様
式

を
異
に
す
る
た
め
そ
れ
は
全
部
除
い
た
。

④
東
寺
百
合
交
書
な
二
九
一
三
一
。

⑤
最
大
三
斗
程
度
の
相
異
は
あ
る
が
全
部
二
二
八
石
余
で
あ
る
。

⑥
こ
の
段
階
に
な
る
と
当
然
加
地
子
分
に
よ
る
収
入
増
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
前
述
の
通
り
全
期
間
を
通
じ
て
算
用
状
に
は
所
定
の
貢
納
額
瓢

二
八
石
余
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
減
少
は
加
地
子
に
よ

る
収
入
増
と
は
相
殺
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

⑦
東
寺
百
合
文
雪
む
三
七
－
三
九

⑧
宣
胤
記
文
亀
二
年
三
月
八
日
条
。

⑨
詳
し
く
は
永
原
慶
二
・
杉
山
博
氏
「
守
護
領
国
制
の
展
翻
」
（
社
会
経
済

史
学
一
七
－
二
）
参
照
。

⑩
細
川
両
家
記
。

⑪
東
寺
百
合
交
書
リ
四
七
－
六
〇
。

⑫
後
鑑
所
引
宣
胤
記
永
正
四
年
六
月
廿
四
日
条
。

⑩
東
寺
百
合
交
書
チ
ニ
六
－
二
九
。

⑭
細
川
政
元
記
に
よ
れ
ば
永
正
四
年
・
延
元
が
湯
殿
に
於
て
家
人
に
討
た
れ
た

隠
、
政
元
に
近
侍
し
て
い
た
の
は
予
々
伯
部
源
次
郎
で
あ
る
。

⑮
香
西
又
六
が
山
城
守
護
代
で
夏
島
の
家
翫
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
註
⑫
史
料
参
照
。

⑯
後
鑑
永
正
二
年
四
月
廿
九
日
。
同
九
月
十
一
日
条
参
照
。

⑧
詳
し
く
は
前
記
（
第
二
節
註
④
）
拙
稿
参
照
。

⑱
最
初
の
も
の
は
註
⑪
参
照
。
同
年
十
二
月
十
六
日
に
至
っ
て
主
家
は
再
び

同
様
の
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
東
寺
否
合
文
磐
ア
七
一
一
七
九
）

⑲
東
寺
百
合
文
書
を
一
七
下
。

⑳
現
在
の
所
、
西
岡
中
脈
披
官
人
衆
1
1
圏
衆
の
構
成
が
充
分
明
か
で
な
く
、

和
田
・
利
倉
と
い
っ
た
上
久
世
庄
内
の
地
侍
履
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
百
姓
的
な
性
格
を
重
視
し
て
、

本
稿
で
は
一
応
和
田
・
利
倉
等
を
侍
分
或
は
下
侍
と
い
う
表
現
を
使
い
、
国

衆
一
西
岡
中
震
披
官
人
衆
と
区
別
し
た
。
詳
し
く
は
後
考
を
期
し
た
い
。

⑳
刊
本
東
寺
文
書
ぬ
九
八
号
。

⑳
⑳
交
亀
二
年
九
月
廿
二
日
節
用
徳
増
等
連
署
申
状
（
東
寺
否
合
文
書
を
一

七
上
）

⑳
東
寺
百
合
交
書
そ
三
下
…
五
上
に
は
平
（
利
倉
）
墨
家
の
下
司
勧
請
文
案

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
文
亀
二
年
と
の
み
あ
っ
て
月
日
の
記
載
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庄園制解体期の山城国上久琶庄（上島）

は
な
く
、
又
端
裏
書
に
は
「
下
司
請
文
案
利
倉
方
へ
被
遣
了
」
と
あ
り
。
東

寺
は
請
交
の
モ
デ
ル
を
俊
家
に
送
っ
た
と
は
い
え
、
正
式
に
任
命
さ
れ
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
る
。

⑳
例
え
ば
後
に
述
べ
る
永
正
十
薫
年
十
二
月
九
日
の
侍
衆
連
署
算
用
状
に
は

利
倉
孫
五
郎
安
俊
他
十
一
名
の
中
に
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
。

⑳
東
寺
百
合
文
書
レ
｝
…
　
二
。

⑳
永
正
十
三
年
十
一
月
十
三
日
置
公
文
所
浄
成
の
寒
川
家
光
宛
の
書
状
（
東

寺
百
合
文
磐
キ
六
五
－
八
二
）
に
も
「
在
所
之
面
々
、
其
方
於
不
可
有
承
引

之
旨
、
以
連
判
之
状
被
申
二
間
」
と
み
え
る
。

⑳
公
文
分
だ
け
は
算
用
帳
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
室
町
期

以
降
の
川
流
等
に
よ
る
荒
廃
地
を
考
え
る
と
（
流
田
内
名
帳
多
数
あ
り
）
、

当
時
の
上
久
世
庄
と
し
て
は
田
地
五
七
町
程
度
が
限
度
で
あ
り
、
公
交
分
の

土
地
は
庄
内
に
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

⑧
公
交
所
法
橋
三
二
・
庄
司
藤
乗
連
署
状
案
（
東
寺
百
含
文
書
キ
六
五
一
八

二
）

⑧
鎮
守
八
幡
宮
供
華
評
定
引
付
永
正
十
三
年
十
一
月
十
二
日
半
（
大
日
本
史

料
第
九
編
六
、
四
［
八
頁
参
照
）

あ
と
が
き

以
上
主
と
し
て
永
正
四
年
上
久
世
庄
算
用
帳
を
中
心
に
、
東
寺
に
よ
る
庄
園

▼

支
配
の
崩
壊
過
程
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
殊
に
第
四
節
は
紙
数
の
開
係
も

あ
り
、
述
べ
足
り
な
い
点
が
多
い
。

　
然
し
幕
府
権
力
の
衰
退
と
い
い
、
武
家
。
国
人
衆
の
侵
略
と
い
い
、
ま
た
蕎

姓
の
拾
頭
と
そ
れ
に
基
づ
く
年
貢
の
未
進
抑
留
と
い
い
、
確
か
に
従
来
よ
く
云

わ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
概
ね
一
般
論
と
し
て
云
わ
れ
る
に
止
ま
り
、

そ
の
具
体
相
を
提
示
し
た
も
の
は
紗
な
か
っ
た
よ
う
に
寸
心
う
。
殊
に
庄
園
領
主

か
ら
距
離
の
あ
る
庄
園
に
お
い
て
は
、
守
護
大
名
或
い
は
家
妻
大
名
の
蚕
食
と

共
に
史
料
も
な
く
な
り
、
そ
の
具
体
的
経
過
を
追
求
す
る
こ
と
は
仲
々
困
難
な

こ
と
で
あ
る
。
幸
い
上
久
二
二
に
お
い
て
は
そ
の
地
理
的
関
係
か
ら
、
史
料
的

に
も
比
較
的
恵
ま
れ
て
お
り
、
若
し
本
稿
に
お
い
て
庄
園
制
解
体
の
一
具
体
例

を
示
し
得
た
と
す
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
八
。
一
。
七
）

【
附
記
】
　
本
稿
は
昨
年
五
月
読
史
会
例
会
に
お
け
る
発
表
に
加
筆
訂
正
を
加
え

　
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
本
稿
は
私
学
研
修
福
祉
会
へ
提
出
の
研
究
課
題
「
日
本
中
世
荘
園
史

　
の
研
究
」
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
国
内
研
修
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た

　
同
会
及
び
立
命
館
学
園
に
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
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Agricultural　Encouragement　Policy　and

Chan・t‘ien　and　K‘o－t‘ien（占田畑田）

by

Genyrt　Nishimura

　　It　has　been．an　established　theory　that　the　Chu－t‘ien（均田制度）

system，　orie　of　the　typical　land　systems　in　the　Chinese　history，　be－

gan　with　the　Liang－Shui　system　of　Chan－t‘ien　and　K‘o－t‘ien（占田。課田）

enforced　by　the　west－Ts’in　dynasty　in　the　latter　half　of　the　third　cen－

tury　and　came　to　an　end　by　the　enforcement　of．Z：，iαng．Shui　（両税法）

law　in　the　latter　half　of　the　eighth　century；　this　theory　should　be

reasonable　from　the　viewpoint　of　the　constitutional　history．　Tracing

these　Iand　syste皿s　to　their　source，　however，　the　policy　for　the　enco－

uragement　of　agriculture，　the　land　policy　of　the　Han　dynasty　in　the

first　century　B．　C．，　proved　to　be　their　very　origin．　This　policy　becarne

more　important　in　the　latter　Han　dynasty　when　the　“powerful　clans，”

an　important　facter　for　the　collapse　of　the　Han　empire，　began　to　be

dominant，　and　was　established　as　the　fundamentac　l　land　system　（K‘o－

t‘ien－Chztn－t‘ie71（課田一均田制））of　government　after　the　third　cen－

tufy　when　the　foundation　of　the　powerful　clans　was　established．　Ju－

dging　from　such　transition，　agricultural　encouragement　policy　to　Chun－

t‘ien（均田制度）system　was　enforced　in　order　to　directly　rule　the

people　by　the　absolute　monarchy，　in　which　the　relation　of　binding

with　land　through　the　medium　of　land　grew　more　and　more　intensi－

fied．

Kamilluzenoshb（上久世庄）in　the　Province　of　Yainashiro

　　　　　　　（山城）at　the　Dissolving　Period　of　Manors

by

Tamotsu　Uezima

　　The　causes　of’　the　dissolution　of　the　manorial　system　have　been

given，　such　as　the　decline　of　the　Muromαchi（室町）shogunate　power

which　supported　the　feudal　lords’　power，　herewith　the　external　aggres－

sion　of初認脚3滅（国人衆）or　landlord　against　the　manors，　the　poli－

tical　and　economic　grewth　of　’垂?ａｓａｎｔｒｙ　internally，　and　hereby　the

unpaid，　withhold　land－tax．　But　these　causes　are　found　in　the　ge－

neral　histories　；　few　studies　seems　to　prove　causes　in　individual　ma一
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nor，　because　of　the　lack　of　original　sources．　Conveniently　we　have

comparatively　1’iclt　sources　of　the　age　of　Sengoim－fidai（戦国時代）

or　Civil　War　about　1砺漁πg6πosゐ。（上久世庄）in　the　province　of　Ya－

mashi／　’o（山城）in　the聯’∫（東寺）territory，　and　especially勘73ヅ∂擁6

（算用帳）in　the　fourth、　year　of　the　Eish6（永正）era　enables　us　con－

cretely　to　c1ear・　up　dissolving　process　of　the　manorial　system．

The　Feudal　Remainders　in　the　Thirteen　Colonies

especially　on　the　land　systems　in　Maryland　and　New　York

by

Keizo　lbaragi

　　The　American　Revolution　has　a　double　meaning　of　the　independence

frorn　the　mother　country　England　and　the　internal　struggle　in　the　colonies．

What　is　the　inter4al　system　which　the　ih’　dependent　tried　to　destroy

through　the　independent　movement？　And　what　is　its　origin？　Even

in　the　American　society，　which　is　said　to　be　originaエ1y　a　bourgeois

one，　had　also　existed　the　system　which　originated　in　the　feudal　sys－

tem．　Here　we　analysed　the　feudal　remainders　in　Maryland　and　New

York　especially．　The　remainders　of　feudal　principle　are　recognized

in　the　Marylan．d　rnanors　in　the　seventeenth　century，　in　the　New　York

manors　in　the　eighteenth　century，　and　in　the　oligarchy　of　the　proprie－

ter　fac＃ion　or　the　great　landlords．　lf　the　dissolving　process　of　these

remainders　means　a　revolutionary　one，　the　history　of　the　American

colonial　period　in　itself　seerns　to　be　revolutionary　in　some　sense．
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